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企画経済委員会記録 
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○審査事件等 

審  査  事  件  名 所  管  課 

（所管事務調査） 農 業 委 員 会 事 務 局 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

農   政   課 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

林 務 水 産 課 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

畜 産 課 

（所管事務調査） 耕 地 課 

（所管事務調査） 六 次 産 業 対 策 課 

議案第 ９９ 号 薩摩川内市入来工業団地利活用促進条例の制定について 

（所管事務調査） 

商 工 政 策 課 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

交 通 貿 易 課 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

観 光 ・ シ テ ィ セ ー ル ス 課 

議案第１００号 薩摩川内市樋脇グラウンド・ゴルフ場条例の制定について 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

市 民 ス ポ ー ツ 課 

（所管事務調査） 国 体 準 備 室 

議案第 ９８ 号 薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

企 画 政 策 課 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

甑 は ひ と つ 推 進 室 

（所管事務調査） 行 政 改 革 推 進 課 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

コ ミ ュ ニ テ ィ 課 

（所管事務調査） 情 報 政 策 課 

（所管事務調査） 広 報 室 

議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

新 エネ ルギ ー対策 課 

───────────────────────────────────────── 



 

－3－ 

△開  会 

○委員長（川添公貴）これより企画経済委員会

を開会いたします。 

 本日の議事はお手元に配付のとおりでございま

すが御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議ありませんので、

お手元に配付のとおり議事を進めたいと思います。 

 本日の傍聴は今申し出がございませんが、傍聴

の申し出がありましたら、本職において随時許可

をしたいと思います。 

────────────── 

△農業委員会事務局の審査 

○委員長（川添公貴）それでは、まずは農業委

員会事務局の審査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）農業委員会事務局は議案

がございませんが、所管事務のほうで報告がある

そうですので、よろしくお願いいたします。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）それでは、

所管事務について御説明を申し上げます。企画経

済委員会資料の農業委員会事務局をごらんくださ

い。 

 １ページから２ページは、農業委員会委員の

４月から６月の主な活動、それから４月から５月

の農地法に基づく許認可事務の実績でございます。 

 ３ページをごらんください。３ページは太陽光

発電施設に係る農地転用実績を掲げております。

平成２７年度は平成２６年度と比較し、申請件数、

申請面積とも減少しております。 

 次のページ、４ページをごらんください。

４ページからは平成２７年度の農業委員会活動方

針に対する実績でございます。 

 １、農地流動化推進の実績は１３６.２ヘクター

ルとなり、目標に対して１１０.７％となりました。

うち１３.４ヘクタールは、東郷町藤川地区の農地

中間管理権の設定に伴う分です。 

 ２、耕作放棄地の発生防止と解消では、非農地

判断、農地転用等により農地が１７６ヘクタール

減少し、年度末農地面積は８,２９６.４ヘクター

ルとなっております。 

 次のページ、５ページをごらんください。

５ページの耕作放棄地の解消の実態では、年度ご

との調査により周辺部の判定がより厳しい判定に

変わったため増加したものです。 

 ６ページをごらんください。６ページは法令業

務の年間件数であり、件数４８７件を処理いたし

ました。あと年金関係、全国農業新聞、認定農業

者との会議を記載しております。 

 隣の７ページをごらんください。農業委員会等

に関する法律の概要について御説明申し上げます。

１の法律改正の目的から３の農業委員会事務の重

点化までは諸説明を省略させていただき、４の農

業委員の選出方法の変更から説明させていただき

ます。 

 ４の農業委員の選出方法の変更は、①で現在ま

で、川内、樋脇、入来、東郷、祁答院及び甑地区

に選挙区を設定し、選挙により農業委員を選出し

ておりましたが、これが廃止され、市町村議会の

同意を前提とする市町村長の任命制に変更されま

した。 

 ②で農業委員の過半数は認定農業者とされ、農

業委員のうち一人以上は利害関係のない者を選出

するとされました。 

 ③で、現在まで、議会推薦４名、農業協同組合

等の団体推薦３名の委員が選出されておりました

が、これが廃止されました。 

 ④で、農業委員の定数は機動的な対応を可能と

するため、現在の農業委員数の半分にするとされ

ました。 

 ⑤の経過措置といたしまして、現在の農業委員

の任期満了までは在任するとされ、本市の現在の

農業委員は平成２９年４月３０日までが任期とな

ります。 

 あけていただきまして、８ページをごらんくだ

さい。現在の農業委員数でございますが、選挙に

よる委員が定数３５に対して３４人、農業協同組

合での団体推薦の委員が定数３名に対して３名、

議会推薦が定数４名に対して４名で、全体では定

数４２名に対しまして、現在、委員数４１名とな

っております。 

 次に、５の農地利用最適化推進委員の新設につ

いて御説明いたします。 

 ①で農業委員のほかに、農地利用最適化推進委

員が新設され、農地利用最適化推進委員は農業委

員会で区域を定め募集を行い、農業委員会が委嘱

するとされました。 

 ②で、農地利用最適化推進委員は、指定された

区域内の農地等の利用の最適化の推進に取り組む。 
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 ③で、農地利用最適化推進委員の定数の上限は、

農業委員会の区域内の農地面積のヘクタール数を

１００で除して得た数以下にするとされました。 

 なお、農業委員と農地利用最適化推進委員の兼

務はできないとされております。 

 次に、６の今後の予定ですが、関係条例の改正

を８月議会に提出し、農業委員につきましては条

例可決後、１１月から１カ月程度、農業委員の募

集を行い、農業委員候補者の選定後、平成２９年

２月に農業委員の選任議案を提出し、議案可決後

の平成２９年５月に新しい農業委員の任命を行う

予定にしております。 

 農地利用最適化推進委員につきましては、新し

い農業委員会が発足いたしました平成２９年６月

から公募を行い、農業委員会で農地利用最適化推

進委員を選定し、平成２９年８月ごろに農業委員

会が委嘱する予定にしております。 

 ９ページをごらんください。農地法に関する法

律改正の概要、農業委員会関係分について御説明

申し上げます。 

 法律改正の概要でございますが、農地を所有で

きる法人が６次産業化等を図り、経営を発展させ

やすくするために農業生産法人制度の改正が行わ

れました。 

 ２の農地法の改正点について御説明いたします。

改正点につきましては、アンダーラインで示して

おります。改正点でございますが、呼称が「農業

生産法人」から「農地所有適格法人」に変更され、

議決権要件で農業用関係者の議決権が総議決権の

４分の３以上から２分の１以上に引き下げられ、

これらに伴い農業関係者以外の構成員の総議決権

の４分の１以上から２分の１未満に引き上げられ

ました。 

 農業関係者以外の構成員では、「法人と継続的取

引関係を有する関連事業所等に限定する」が廃止

されました。 

 役員要件において、「役員の過半が農業従事者で、

さらにその従事者である役員の過半が農作業に従

事する」とされておりましたが、「農作業従事者が

役員または重要な使用人のうち一人以上が農作業

に従事すればよい」と改正されました。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、御質疑はあり

ませんか。 

○委員（江口是彦）来年からの農業委員の選定

に関する非常に大改革だと思うんですが。ざっと

でいいです、今、検討されてる範囲で議会に農業

委員を、いわゆる出される。それから、農業委員

会で今度は農地利用活性化推進委員を推薦される

という仕組みで、それぞれの地域の農業に精通し

た人が選出される仕組みはつくられるんでしょう

けど、その前提的な作業というか、仕組みという

か、例えば市長がどういうところの推薦を受けて

議会に出すとか、そういうのは何か検討され、あ

るんですかね。どういうような形で農業委員、ま

た農地利用最適化推進委員は農業委員会でという

ことですので、これはちょっと置いといて。農業

委員の推薦に関する仕組みをわかってたら教えて

ください。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）農業委員

の募集に関しましては、まずホームページ、市の

広報紙等で一般の方に、全ての方にまで呼びかけ

をいたします。 

 それで三つの方法がございまして、一つは個人

で応募する方法、二つ目は認定農業者等の団体か

ら推薦する方法、三つ目は農業者の方々が３人以

上集まって推薦する方法、その三つの方法により

まして、まず農業委員を募集してまいります。応

募をされた中から選定を行いまして、議会のほう

に提案するという形になります。 

○委員（江口是彦）大体わかりましたが、その

募集によって候補があがりますね。それを選定す

るのはどこで。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）農業委員

の選定に関しましては、現在、国のほうからの説

明では、農業関係者の入らないことを前提として

選考委員会みたいなるものを設置するとされてお

りまして、大体、鹿児島県内で五つの市が先行し

て選考したんですけども、その選考委員を見ます

とほとんどが市の職員の中で選考を行っているみ

たいです。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）市の職員で、特に薩摩川内

市の場合は結構広いですから、支所の職員とかい

うのも含めてということになるんでしょうが、そ

ういう形を薩摩川内市の場合も考えてるというこ

とでいいんですか。 

○委員長（川添公貴）選考委員の構成について

は今後だろうと思うんで、今後の構成委員の、ど
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ういう構成委員を考えているという段階でわかっ

てれば教えてもらいたいと思います。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）構成につ

きましては、よその例にならいまして市の総務関

係から農林水産関係の部署、そこを中心に選考委

員会を設置したいと考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（杉薗道朗）来年度に農地利用最適化推

進委員の新設というふうに伺いますが、農業委員

会を委嘱するとありますけど、まず仕事の内容、

利用の最適化推進委員ですから要するにそういう

ことなんでしょうけど、もうちょっと具体的に説

明を願いたい。 

 それから、公募によるというふうになってます

けれども、資格要件とか応募される方の資格とか、

そういうのはどうなっているのか。農業従事者が

だめとか、でないといけないとか、そういう部分

ですね。 

 それから、この選考においてはどういう、誰が

選考するのか、そこをちょっと教えていただけま

すか。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）まず、農

地利用最適化推進委員の仕事でございますが、具

体的に担い手への農地の利用の集積、集約化とい

うことで、地域内において農地の貸し借りをした

いという方がいらっしゃれば、その間を取りまと

めて農地の集積を図ること。それから、２番目と

いたしまして、耕作放棄地の発生防止。それから、

荒れている農地を復元してくださいという解消、

それから新しく農業に参入される個人の方、それ

から法人の方等の参入の促進ということでうたわ

れております。 

 それから、２番目の資格要件でございますが、

農業委員に関しましては農業に識見を有する方と

いう形で規定をされておりまして、農業に関心が

ある方であれば誰でもいいというふうな法律の規

定になっております。 

 それから、推進委員につきましては、地区内で

活動していただく関係で、それも全国どこからで

も応募していいという形になっておりますけれど

も、一応、農業に関心のある方という形で法律で

はされております。 

 それから、選考委員につきましては、職員のほ

うで選考委員会なるものを今から設置しようと考

えておりまして、市の職員において選考をしてい

くということで、先ほど申し上げましたように選

考委員としては、総務部門と農林水産関係の職員

をもって構成しようかと今考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（杉薗道朗）わかりました。一緒に聞き

ゃよかったんですけど、定数の上限云々というふ

うに書いてございますけれども、大体この情報で

いけば何名ぐらいの定員になるんですか。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）農地利用

最適化推進委員のほうでございますか。 

○委員長（川添公貴）そう。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）農地利用

最適化推進委員につきましては、大体、農地面積

からいたしまして、上限が２９名までとなる予定

でございます。それから地域性を考慮いたしまし

て、減になる予定です。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

○委員（成川幸太郎）今、最後の今後の予定で、

もう具体的に動き出すということでしてあるんで

すが、農業委員の定数、半分程度までの規模とい

うことで法律になってるということですが、薩摩

川内市は今の４２の定数をどの程度の定数に定め

られる予定なんですか。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）農業委員

の定数に関しましては、２０１５年の農林業セン

サスによる農地面積、それから農家戸数によると

定めておりまして、現在のところ１９名程度にな

るんじゃないかということで今考えているところ

でございます。 

○委員（成川幸太郎）半分程度の規模とすると

いうのは半分以下になってしまうわけですが、そ

れでいいんですか。 

○委員長（川添公貴）定数の選定基準をもう

１回、明確に教えてもらえればわかると思うんで

すけど。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）今までが、

農業委員の定数が農業委員会が所管する農地面積、

それから農家戸数、それに応じて定められており

ま し て 、 現在 、 薩摩 川内 市 の 農 地面 積 は

５,０００ヘクタールを超え、農業者の戸数が

６,０００以下ということで、今、定数を４２とし

ているところでございます。 

 今後につきましては、農林業センサスによると
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なりましたので、農地の面積が大体２,９００ぐら

い、それから農家戸数が５,０００以下となりまし

たので、それに基づきまして法のほうで農業委員

の定数が定められておりまして、それで１９名と

なる予定でございます。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

○委員（瀬尾和敬）これまでの農業委員は公選

制で、かなり地域の農業事情に精通した人がなっ

ておられましたよね。この後、農業委員の数も半

数以下になりますよとか、それを半分になるから

その分を補うように農地利用最適化推進委員とか

私、勘定します。 

 地域のことに精通した人がこれまではいたから

安心できる面もあったんですが、今後こういうふ

うになると、そのバランスといいますか、それは

どうなる予測をされてますか。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）農業委員

さんの選考に関しましては、国の指導でまず認定

農業者を半分を超える数にしなさいと。それから、

農業に全く関係ない人を一人入れなさいと。それ

から、次の選考の要望の中で、地域性も配慮して

くださいと。 

○委員（瀬尾和敬）ああ、そうなの。 

○農業委員会事務局長（湯田龍一）はい、地

域性も配慮してくださいと。それから、女性、青

年を入れてくださいと。この四つが選考基準みた

いで定められておりまして、本市におきましても

地域性を考慮して選考を考えていきたいと思って

いるところでございます。 

○委員（瀬尾和敬）はい、わかりました。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。質疑は

尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員はございませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）委員外議員の質疑はあり

ません。 

 以上で、農業委員会事務局を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△農政課の審査 

○委員長（川添公貴）それでは、農政課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（川添公貴）議案第１０６号平成

２８年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題とい

たします。 

 説明をお願いします。 

○農政課長（中山信吾）それでは、農政課でご

ざいます。まず、議案第１０６号平成２８年度薩

摩川内市一般会計補正予算のうち農政課分につい

て御説明させていただきます。 

 薩摩川内市各会計予算書、予算に関する説明書

の第２回補正の２３ページをお開き願いたいと思

います。 

 まず、６款１項２目農業総務費でございます。

農業総務費において１５万７,０００円を増額して

おります。説明欄をごらんください。 

 鹿児島県食育協議会負担金１５万７,０００円で

ございます。これは平成２７年度まで国の補助金

を活用しながら本市が事業主体となり事業実施し

ておりました食育推進活動、これにつきまして国

の制度改正に伴いまして、平成２８年度から鹿児

島県において国の補助金を活用してこの食育推進

活動を行う場合、鹿児島県食育協議会、これは県

の農政部農政課が事務局となり設立された協議会

でございますが、ここが事業主体となって事業実

施することになったところでございます。このこ

とから、本市が実施予定の事業費のうち受益者負

担 分 と な りま す ２分 の１ 相 当 額 の１ ５ 万

７,０００円を鹿児島県食育協議会へ負担するもの

でございます。 

 続きまして、６款１項５目園芸振興費でござい

ます。園芸振興費において４億８,８４２万円を増

額しております。説明欄をごらんください。 

 まず、産地パワーアップ事業補助金４億

８,７０６万円、これは農業の最先端技術を導入し

たレタス栽培システム等の活用による雇用の増加

を目指す農地所有適格法人を支援することで新た

な攻めの農業の実現と農業振興を図るための補助

を行うものでございます。 

 次に、園芸産地再生産支援事業補助金１３６万

円でございます。これは本年１月の雪害等により

県内の農作物や農業施設等に甚大な被害が生じた

ことから、急遽、鹿児島県がこれらの被害に対し

て復旧に要した経費の２分の１以内を支援する対

策を新設したところでございます。これに伴い当

該事業を活用して本市で被害を受けましたビニー

ルハウスなど農家３戸に対して支援をするもので
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ございます。 

 ここで、産地パワーアップ事業の概要を企画経

済委員会資料で説明させていただきたいと思いま

す。企画経済委員会資料の１ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 １ページには、本市におきます産地パワーアッ

プ事業の概要をお示ししております。 

 まず、（１）目的でございますが、先ほど説明を

いたしました内容と同じでございます。 

 続きまして、（２）事業内容でございますが、今

回整備いたしますのは完全閉鎖型（人工光型）植

物工場でございます。これは無菌状態のクリーン

な建屋の中で、人工光を活用した水耕栽培により

レタスを栽培するという施設でございます。敷地

面積は約４ ,０００平米、うち建屋面積は

２,４００平米となっております。 

 雇用は工場稼働率１００％時点でパートを含め

４０名、うち常時雇用２４名を予定してるという

ことでございます。 

 続きまして、（３）消費税を含む事業費でござい

ますが、これは１０億５,２０５万円でございまし

て、補助金は４億８,７０６万円、これは消費税は

補助対象外となっているところでございまして、

補助率は２分の１でございます。 

 続きまして、建設予定地は入来工業団地、富士

通工業団地跡地内でございます。 

 続きまして、（５）事業者は株式会社バイテック

ファーム薩摩川内でございます。構成員は８名で

ございまして、うち５名は本市の認定農業者とな

っております。 

 次に、（６）生産量販売目標でございますが、目

標年次であります平成３１年の年間生産量は、結

球レタス２３０トン、リーフレタス１８０トンの

計４１０トン、年間販売額２億６,３００万円を予

定しているというところでございます。 

 続きまして、（７）出荷予定先でございますが、

大手青果物事業者及び九州管内を中心とした小売

店等を計画されているところでございます。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。

予算書にお戻りいただきまして、予算に関する説

明書の１２ページをお開き願いたいと思います。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金、１節農業

費補助金５億４,４７２万２,０００円のうち農政

課分は説明欄にお示ししておりますうち園芸産地

再生産支援事業補助金１３６万円と、その下、産

地パワーアップ事業補助金４億８,７０６万円の

２件、合計４億８,８４２万円でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、御質疑はござ

いませんか。 

○委員（瀬尾和敬）この産地パワーアップ事業

なんですが、４,０００平米とあそこの大体どのぐ

らいの、何％ぐらい占める土地ですかね。 

○農政課長（中山信吾）あそこの全体面積が約

１１万平米というふうに聞いておりますので、

４,０００平米ですので、かなりちっちゃな面積に

なっております。 

○委員（瀬尾和敬）あそこの企業進出というの

は、みんなが待望してるわけですけれども、第

１号としてこれが来たと、相当課長さん方、努力

されたと思うんですが、その努力の経緯をちょっ

と簡単でいいですから教えてください。 

○委員長（川添公貴）予算に関して、予算をど

のように獲得できるようになったかで答えてくだ

さい。 

○農政課長（中山信吾）この件につきましては、

当初我々サイドではございません。商工政策課に

企業立地の話があったところでございます。その

中で商工政策課が主体となりながら、会社訪問と

企業訪問等されながら話を聞いていく中で、実は

こういう植物工場を運営したいというような話が

あったということでございまして、我々は商工政

策課からすると１カ月ぐらい後に実際に御相談を

受けたということでございます。 

 それについては、かなり事業費が－先ほど御

説明しましたとおり事業費が、大きいということ

でございまして国の補助金を活用したいという申

し出がございまして、先例として秋田県のほうで

第１号の工場を本年４月から稼動されております

が、その際にも農水省の補助金を活用されて整備

をされたということでございまして、当市におけ

るこの植物工場においても同じく国の補助金を活

用したいということでございまして、それに対す

る交渉等を鹿児島県と進めてまいりまして、今回

内示をいただける見込みに至ったということでご

ざいます。 

○委員（瀬尾和敬） １ １ 万 平 米 の 中 の

４,０００平米です。いわばこんだけある中のどの
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辺にできるという。例えばこれがど真ん中にでき

ると、今後進出してくるであろう企業にとって建

屋がつくりづらくなるとか、いろんなことも起こ

ると思うんですが、その辺のところも考えたとこ

ろに進出してもらうことになってるんですか。 

○農政課長（中山信吾）用地の１１万平米のう

ちの４,０００平米ということで、どこに実施され

るかということは、今、商工政策課のほうが協議

をしておりますが、具体的にまだ絞り込みはされ

てないというふうに聞いてますが、近々その絞り

込みもされていかれるというふうに聞いておりま

す。 

 また、今、当初計画ではこういう４,０００平米

ということでございますけども、先例の状況－

大館、秋田県の状況、とかいうのを見極めながら、

規模拡大等々も視野に入れていらっしゃるという

ふうには聞いておりますので、その辺も考慮した

中で、どこの部分に立地されるかというのは今後

決められていくことになるというふうに考えてい

るところです。 

○委員（瀬尾和敬）はい、わかりました。 

○委員長（川添公貴）ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時２９分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時３１分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

[休憩中に商工観光部長入室] 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き会議を

開きます。予算に関して質問ございませんか。 

○委員（成川幸太郎）今４,０００平米というこ

とになっているようですけども、ここの土地につ

いては売買と賃貸とあったと思うんですけど、ど

っちを選択されていらっしゃるんでしょう。 

○農政課長（中山信吾）今回は賃貸によるとい

うふうに聞いております。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。あ

りませんか、よろしいですかね。 

○委員（小田原勇次郎）この事業について、る

る先ほど説明があったように、最初、商工政策課

さんのほうが企業誘致という概念で動いておられ

たという部分の中で、農林水産省の産地パワーア

ップ事業の補助金が使えることになって、急遽、

所管が農林水産課さんに移ったのかなというよう

な、私はそういうふうに認識をしておる人間の一

人なんですが。 

 そこで、企業誘致の中で、この４,０００平米の

ところに来て、こういう形、工場が建つというこ

とについては非常に喜ばしいことであるというふ

うな認識は持っておるんですが、ただ、これを農

業振興とどう今後結びつけていかれるのかなと。 

 例えば今まで取り組んできた地場産品を工場化

して、認定農家をふやして、さらに生産をふやし

ていくというような趣旨ならば、すっと、私もす

とんと落ちた部分があるんですが。 

 ただ、レタスという今まで全くこの地に縁のな

い作物の工場がぽんとできてきて、どう農業振興

と結びつけて今後展開されていくのかなという、

農業サイドのお考えをちょっとお聞かせ願いたく

て質問させていただくところです。 

○農政課長（中山信吾）確かに今回は植物工場

ということで、どちらかというと企業立地、工場

の中で植物をつくる、農産物をつくるという形態

でございまして、全く新しい形態ではございます。 

 ですから、そういう状況の中でございますけど、

まず今、小田原委員おっしゃったとおりレタスで

ございますので、ほとんど作付農家がごくわずか

でございますので、本市に与える影響、そういう

こともごく少ないということでも一点であります

けども。 

 逆に先ほど説明しました構成委員の中に５名の

認定農業者の方がいらっしゃいますので、各地域

の方ですね。その方々がこういう経営に加わるこ

とで新たな農業のあり方、実際はそういう経営規

模とかが大きくて、なかなか個人で参入とかいう

のは難しい形態にはなりますけども、ただそうい

う違った形で農業の見方、視線とか、そういうと

ころではかなり刺激に、認定農業者、本市の農家

に刺激を与えてくれるんじゃないかなというふう

に考えているところでございます。 

 その辺を、刺激がまた新たな－今度は農業サ

イド自体の認定農業者なら認定農業者たちの皆様

方のまた新たな、農業の視点に、直接これと植物

工場は結びつかないところでも、気づかなかった、

この自分たちがやっている農業経営の中では新た

な別な視点とか、そういう気づきというか、そう

いうところに波及していけばありがたいのかなと

いうふうに思っているところでございます。 

○委員（小田原勇次郎）もう最後に、この件に

ついてはしたいんですが、先ほどから申し上げま
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すように、ここを誘致できたという、企業誘致に

関する御努力に関しましては非常に喜ばしいこと

であるというふうな認識を持っておりますが。 

 ただ、この件に関しては、いわゆる農林水産省

の補助を２分の１使ってて、要するに市の一般財

源が、腹が痛まない事業ですから、そうした中に

おいて土地を貸すという。あと支援という形では

あるんでしょうけれども。ここの企業が撤退した

らもうレタス産業は終わりと、そして、なおかつ

地域には何も残らなかったということがないよう

に。今課長がおっしゃったように、何らからの波

及効果が起こって、できるならば地場産品を工場

生産化していこうかぐらいの発展に伴う農業振興

につながっていけばなという期待を込めて、今後

また応援させていただきたいというふうに思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）要望でした。これは後の

所管事務の中で報告があるんで、その中でまたあ

れば、あわせて回答してください。 

 ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ないようですので、先ほ

どの質問の回答をお願いをいたします。 

○商工観光部長（末永隆光）入来工業団地の中

で、この企業がどこに配置されるのかという点で

ございますけれども、私どもが事前に相談を受け

ておりますのは、富士通の正門が北東部の位置に

ありました。正門のあったところがいいという話

を聞いておるんですが。実は本日、本社から来ら

れて、現場に入って調査をして、本日、最終的に

決定するということで聞いておりますので、また

場所がはっきり決まりましたら、またその後、御

報告させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）いいですか。よろしいで

すか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員（瀬尾和敬）１１万平米分の４,０００平

米、とりあえずですよね。今後どんどん拡幅されて

いくかもしれないとか、いろんな予測もあると思

います。ど真ん中の一番いいとこにどんとやって、

その後から来る企業が立地がおかしくなると、ま

た変な話になりますので、そういうようなところ

はもちろん上手に考えて折衝されると思いますが。 

 正門の前というのはど真ん中あたりじゃなかっ

たですかね。どこだったですか。 

○委員長（川添公貴）部長、口頭で言ってもな

かなかわかりませんので、商工政策課のところの

審査のときに、おおむねそのような絵を持ってき

ていただいて説明をお願いをしたいと思います。 

この場はこれでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 ここで議案第１０６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

いますが、説明をお願いをいたします。 

○農政課長（中山信吾）それでは所管事務調査

といたしまして、本市の重要作物の後、主要農産

物の生産状況について農協共販実績等を基本に説

明をさせていただきたいと思います。企画経済委

員会資料の２ページから３ページをお開き願いた

いと思います。 

 本市の主要農産物ごとに縦軸に生産量、販売金

額、それから販売単価と、平成２７年実績を平成

２６年度実績と比較した本市分の増減理由として

の考察を。それから横軸には鹿児島県と本市に分

けまして、平成２５年産から平成２７年産までの

実績の推移、それから平成２７年産と平成２６産

との比較をお示ししておるところでございます。 

 なお、鹿児島県の状況につきましては、把握で

きる範囲でお示しをさせていただいておるところ

でございますし、水稲については農政課の試算で

鹿児島県、市ともにお示ししているということを

御理解いただきたいと思います。 

 まず、青果市場関係者の平成２７年産の青果物

指標の評価でございますが、平成２７年産におき

ましては、曇天による日照不足や長雨を初め昨年

８月の台風１５号、本年１月の大雪や寒波など天

候の影響を受けまして、入荷量減の単価高という

ことでございまして、販売に苦労した年であった

という評価を聞いておるところでございます。 

 委員会資料の２ページ、「いちご」以下作物ごと

の詳細の内容はそれぞれ御確認いただきたいと思

いますが。本市の主要農産物の生産状況も青果市

場関係者の評価とほぼ同様の結果となっておりま

して、前年対比を見ていただきましても、ほとん

どの作物が出荷量減で単価高の傾向をお示しして

いるということでございます。 

 このような中、２ページ中段のらっきょうにつ
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きましては、平成２６年度植えつけ分の実績が平

成２７年産というふうになっておりますために、

生産量及び販売単価ともに前年を上回る成績とな

っております。 

 一方、３ページの中段以下、ゴーヤー、それか

らやまのいもにつきましては露地栽培であるため、

昨年の曇天や日照不足、さらには昨年８月本市に

襲来した台風１５号の影響を直接受けましたこと

から、単価は前年度を上回ったものの、生産量及

び販売金額は前年の約半分という非常に厳しい実

績。特にゴーヤーにつきましては、生産量は前年

比４５％、販売金額も前年比４６％と前年の半分

以下の成績となっておるところでございます。 

 このような状況でございましたが、ゴーヤー、

やまのいも、平成２８年度の生産者数及び作付面

積は、平成２７年度と変わりなく産地が維持でき

ているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、これより御質

疑願いたいと思います。御質疑ございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）きんかんの生産量、生産額

１億８,３００万とかありますけど、最近、薩摩川

内市のきんかんが海外に輸出されてると聞きます。

この中にどのぐらいを占めているものなんですか

ね、まだ微々たるもんですか。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）農林水産物の

輸出に関しましては六次産業課で所管しておりま

すので、私のほうで答弁させていただきます。 

 きんかんの輸出に関しましては、平成２３年度

分から平成２７年度、５年目ですね、行ってきて

おります。最初は全体で年間の香港への輸出額が

８３６キロということで非常に少なかったんです

が 、 直 近 の平 成 ２７ 年度 に つ き まし て は

３,７８８キログラムほどございます。輸出が急激

に伸びております。 

 同じ年のきんかんの生産量が１９１トンですの

で、済いません、ちょっとどのぐらいでしょう、

３％ぐらいかな。２％、３％、量的にはそういう

相関関係にございます。 

 以上です。済みません。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

○委員（瀬尾和敬）生できんかんを食べるとい

う、そういう習慣が日本中にまだないところがあ

るんですよね。きんかんって煮て食べるもんだと

思ってる人がいらっしゃって、私の同年で関東方

面にいるのに、こっちのきんかんを送ってやった

ら、そりゃもう初めて食べたと。ほんでリピー

ターになって、こっちに注文して買うようになっ

たとか、そういうのがあるんですが。これはやり

ようによってはまだ国内需要も結構ふえるような

気がしますね、海外だけじゃなくて。今後、頑張

っていただきたいと思います。 

○農政課長（中山信吾）参考まででございます。

今、瀬尾委員がおっしゃるとおり、なかなか生食

というのが普及定着しておらない状況でございま

すので、本市としましても生食について、そのお

いしさというのを各所で、いろんなところでＰＲ

しながら努めているところでございます。 

 一応、本年は販売促進協議会において、年が明

けてからになりますけども、このきんかんが出荷

される時期に関東方面に出向きまして、トップ

セールスで市長とか副市長あたりに出向いていた

だいて、都会の消費者の方に生食を提供して消費

を広めたいというような取り組みを今予定してい

るところでございます。参考までに御報告いたし

ます。 

○委員（瀬尾和敬）わかりました。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）以上で、農政課を終わり

ます。御苦労さまでした。 

────────────── 

△林務水産課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、林務水産課の審査

に入ります。 

ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時４６分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時４８分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内
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市一般会計補正予算 

○委員長（川添公貴）審査を一時中止してあり

ました議案第１０６号を議題といたします。 

 当局の説明をお願いします。 

○林務水産課長（永田一朗）それでは、議案第

１０６号、林務水産課に係る第２回補正予算につ

いて御説明いたします。 

 林務水産課の案件、補正の内容は八つ、今回ご

ざいますので、ちょっと長丁場になりますけど、

おつき合いのほうよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 まず歳出の予算のほうから御説明いたしますの

で、予算書の２５ページをお開きください。 

 ６款４項２目林業振興費では、４,３２５万円の

増額補正をお願いしております。これは右の説明

欄に記載してございます。森林整備・林業木材産

業活性化推進事業及び林業・木材産業構造改善事

業において、県の承諾が得られたため増額補正を

行うものでございます。 

 これより内容につきましては、補正予算の概要

と企画経済委員会資料を使って御説明いたしたい

と思っております。 

 まず、第２回補正予算の概要の１３ページをお

開きください。上の段の森林整備・林業木材産業

活性化推進事業は、森林整備を行うに当たり間伐

等の生産性の向上、原木の安定的な供給を図るた

め、林業事業体の高性能林業機械導入に対し補助

を行うものでございます。 

 また、あと企画経済委員会資料の４ページをご

らんください。市の林業事業体１２社ございます

が、その高性能林業機械の保有状況をお示しして

おります。 

 平成２８年度におきましては、田中林業さん、

ハーベスタを１台、フォワーダを１台ということ

で計画してございます。 

 機械の中身ですが、下のほうに写真をつけてご

ざいますが、左のほうの一番下です、ハーベスタ。

ハーベスタとはどういうものかと言うと、立木の

伐倒、枝払い、造材、集積作業を一貫して行う自

走式の機械でございます。フォワーダにつきまし

ては、その右のほうにございます。丸太を荷台に

積んで運ぶ集材専用の自走式機械でございます。

これを１台ずつ今回購入していきたいと考えてお

ります。 

 上のほうに保有状況の欄の中に、平成２９年度

という形で考えてございますが、今後、中越物産

さんのほう、それと村岡産業さんのほうで来年度

についてはまた機械購入を考えているところでご

ざいます。計画的にこの高性能林業機械の整備に

ついても進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 次に、二つ目でございます、概要の１３ページ

をお開きください。中段になります林業・木材産

業構造改善事業は、地域材の安定的・効率的な供

給を図るため、林業事業体の木材加工施設の整備

に対し補助を行うものでございます。 

 今回の補正の内容でございます。入来の今藤林

業が、おが粉の製造の施設を持っておりますが、

それが平成１１年に設置してございますけど、そ

の設備を更新を行うものでございます。 

 次に、三つ目でございます。予算書の２５ペー

ジに戻っていただきたいと思います。６款４項

３目治山林道費では、５,１００万円の増額補正を

お願いしております。これは特定離島ふるさとお

こし推進事業及びふるさとの森再生事業の補助内

示額の確定に伴い、増額補正を行うものでござい

ます。 

 説明欄をごらんください。内容につきましては、

林道の２路線の舗装整備に係る工事請負費及び林

業専用道、１路線の整備に係る委託料と工事請負

費でございます。 

 まず、特定離島ふるさとおこし推進事業で整備

します林道２路線について説明いたしますので、

補正予算の概要、これは４ページと５ページに記

載してございます。それとあわせまして、企画経

済委員会の資料５ページに位置図を示してござい

ますので、この位置図で説明をさせていただきた

いと思います。 

 まず、５ページに記載してございます林道椿線

の舗装事業についてでございます。上甑の平良地

区の林道であり、頂上付近には現在県で整備中で

あります藺牟田瀬戸架橋を一望できる展望場がご

ざいます。平成２５年度から整備を継続的に行っ

ておりますが、全体計画で２,９７０メーターで、

今年度約５７５メーター、舗装工事を行いまして、

本年度で全線改良する予定でございます。これが

１路線です。 

 四つ目の林道大内浦線についてでございます。

次に委員会資料の６ページをごらんください。林
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道大内浦線舗装事業の位置図を掲げてございます

が、この路線は下甑の瀬々野浦集落から内川内集

落を結ぶ生活道路であり、また西海岸側を眺望で

きる観光道路としても利用できる路線であります。

昨年度から整備を行っておりますが、引き続き約

４２０メーターの舗装工事を行い、次年度２９年

度に全線改良を目標に整備する予定でございます。 

 次に、５番目にふるさとの森再生事業で整備す

る林業専用道について説明いたしますので、補正

予算の概要１３ページの下段に記載してございま

す、そちらをごらんいただいて。それと、ここで

も委員会資料の次のページ、７ページに記載して

ございます。林業専用道汐ケ平線で、通る線は高

江町の市有林内に整備を行うもので、林道寄田青

山線を起点としまして全体計画が１,０００メート

ルのうち６００メートルの林業専用道の整備を本

年度行うものでございます。 

 この林業専用道というのは、幹線林道を補完し、

森林作業道と組み合わせて木材輸送機能の強化と

森林作業の低コスト化を図るものでございます。 

 六つ目の説明をさせていただきたいと思います。

次に予算書の２６ページをお開きください。６款

５項２目水産振興費では５７２万円の増額補正を

お願いしております。説明欄をごらんください。

これは特定離島ふるさとおこし推進事業であるオ

ニヒトデ・ウニ駆除事業委託料と魚介類中間育成

放流事業補助金及び地域振興推進事業である地の

もん、魅力発信事業補助金の内示額の確定に伴い

まして、減額及び増額補正を行うものでございま

す。 

 内容につきまして、補正予算の概要で説明をさ

せていただきますので５ページ中段をごらんくだ

さい。 

 まず、オニヒトデ及びウニ駆除事業で、甑島海

域のサンゴ礁や藻場の保全を行うものでございま

す。申請額に対しまして８万円の減額内示であり

ます。 

 七つ目でございます。次に概要の同じページの

下段にあります魚介類中間育成放流事業、補助金

を説明させていただきたいと思います。 

 これはアワビの稚貝５万個を購入しまして、甑

島沿岸に放流し、アワビ資源の回復を図るもので

ございます。 

 最後に八つ目でございます。概要の１４ページ、

上段をごらんください。地のもん、魅力発信補助

事業で、現在、川内港に建設中の（仮称）せんだ

い漁師の館を活用した地域農林水産物の販売促進

の活動に補助するものでございます。地域食材を

使った特産品や加工品の販売促進に向けたアレン

ジ及び食堂における新しいメニューのアレンジ並

びに販売促進の資材の整備を行うものでございま

す。 

 以上で支出の説明を終わりまして、続きまして

歳入予算の御説明をいたしますので、予算書の

１２ページをお開きください。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金の３節林業

費補助金８,６６５万円の増額補正は、先ほど歳出

で説明いたしました森林整備・林業木材産業活性

化推進事業、林業・木材産業構造改善事業及び特

定離島ふるさとおこし推進事業並びにふるさとの

森再生事業の補助金として、それぞれ県支出金と

して収入されるものでございます。 

 下の段でございます。同じく４節水産業費補助

金５６５万５,０００円の増額補正は、これも先ほ

ど説明いたしました地域振興推進事業及び特定離

島ふるさとおこし推進事業の補助金として、それ

ぞれ収入されるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま詳しく説明をいただきました。 

 これより御質疑方お願いをしたいと思います。

ございませんか。 

○委員（杉薗道朗）高性能林業機械の保有状況

等の説明を受けました。この市有林の経営委託と

いうことでの一覧なんでしょうけれども、なかな

か業者によって、組合によって保有台数が少ない

ですよね。これは過去の分を含めて、全てこの業

者の方々が持ってらっしゃる部分というのは補助

金が入っている部分なんでしょうか、そこはどう

なんでしょう、まず一点。 

○専門職（前迫俊一）この今資料でお示しして

います保有台数については、２７年度末の各事業

体の保有台数になっております。もちろん補助事

業で導入した機械もありますけど、事業体自らが

自力で購入したものを含めて記載しております。 

 以上です。 

○委員（杉薗道朗）今回２,８２５万でしたか、

ハーベスタとフォワーダという機械を導入される

ということで、何が言いたいかといえば、台当た
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り単純に言うて１,０００万近い金額になるのかな

と思うんです。この台数で言いましたように、複

数台数それぞれの機械持ってらっしゃるところと、

まだゼロというところもあるし、ここは平成

２９年度でのところもありましょうし、そういう

状況下の中で、それぞれの事業者において、この

機械のお互いの貸し借りというか、それぞれ専用

の機械ですから、持ってらっしゃるところは別に

しても、ないところにおいて、やはりこの市有林

の経営委託を受けてらっしゃるということであれ

ば、事業上どうしてもこの機械が要るんだよねと

いう部分があるんだろうなと思うんですけれども、

ここあたりというのは何かおわかりですか、どう

いう形になっているのか。 

○専門職（前迫俊一）事業体間の機械の貸し借

りというのは、なかなかそれぞれこの事業体に勤

めていらっしゃいます従事者、それに応じた形で

やっぱり機械の台数というのもふえてるような状

況にあります。ですので、事業体ごとのなかなか

貸し借りというのは難しいところにありますけど。

県の外郭団体担い手育成基金というところはござ

いまして、そちらのほうが機械を持ってない事業

体に関しましては、機械のリースを行う会社があ

りますので、そういったところで借りたのに対し

て、リースの一部助成をしたりというような制度

がありますので、現在機械を持っていないところ

に関しましては、そういうリース会社から一時的

に借りて作業をするような状況になっております。 

○委員（杉薗道朗）わかりました。市有林につ

いて昨年の台風等々被害もあって、かなりそうい

う復旧といいましょうか、現場のいろいろ作業に

おいて、なかなか十分にできない部分もあったの

かなと思ったりもするものですから、想像してで

すね。ただ、これだけの事業者の中において、し

っかりこういう機会を活用されて、今、市有林そ

のものがしっかり整備されることであれば結構な

ことじゃないかなと思ったところでした。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（江口是彦）アワビの放流事業について、

ちょっとお伺いします。５万個ということですの

で、事業費で割れば１個１００円ぐらいつくんで

すが、昔は漁協で、かごで長崎から多分仕入れて

くるんだと思うんですけど。昆布でちょっとだけ

大きくしてから放流してたんですけど、その方式

は一緒なのかと。それから地先です、５万個の放

流地先は一応漁協に、そのあれは全部お任せでし

てるんですかね。東側が多いのかなとは思います

けど。 

○林務水産課長（永田一朗）アワビの放流につ

いてでございます。アワビの放流につきましては、

３センチ以上のアワビの稚貝を購入して、放流場

所につきましては、餌となる藻のある場所を選ん

で、潜水調査なども行いながら放流を行っており

ます。 

 平成２７年度におきましては、甑全体で１４カ

所の場所を選んで、その５万個、一応放流させて

いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（江口是彦）大体わかりました。その

３センチの稚貝はもう直接それで購入、放流とい

う形になるんですか。多分、親指の爪ほどに－

もうちょっとそれ前後なんですけどに－してか

ら放流はしてたんですが。 

○水産振興グループ長（橋口隆二）以前に放

流してるときには、２０ミリから２５ミリという

ことで放流して、江口委員のおっしゃるとおり鹿

島で中間育成をしておりました。それで、歩どま

りが、生息率が悪いもんですから、それを放流時

点で３０ミリ以上の種苗を購入して放流したらど

うだろうかという案を考えまして、放流している

ところでございます。放流のやり方につきまして

は、隠れみのがないとどうしても食害にあうとい

うことで、竹を二つに割りまして、コの字状にな

ったものを隠れみのとして放流をしてるところで

ございます。追跡調査をしたところが、結構、生

存率が高まっているということが出てきておりま

す。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）わかりました。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の方はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで、議案第１０６号の審査を一時中止しま

す。 

 ────────────── 
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△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。お願いします。 

○林務水産課長（永田一朗）それでは、林務水

産課のほうから所管事務報告をさせていただきま

すので、委員会資料の８ページをごらんください。

（仮称）せんだい漁師の館整備支援事業について

経過説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１番目、新築工事についてでございます。

去る５月１２日に６業者による参加の入札があり、

外園建設工業株式会社が落札しております。落札

額が税抜きで１億１,０００万円でございます。工

期につきましては、５月１４日から１０月３１日

までで、１０月末には完成する予定でございます。 

 ２番目に、（仮称）せんだい漁師の館の中の食堂

運営に伴う飲食業衛生同業組合の子会社設立状況

でございますが、子会社名が株式会社海の杜とい

う名前で、６月１日に設立しております。 

 三つ目でございます。（仮称）せんだい漁師の館

の名称決定についてでございます。結果から申し

ますと、「川内とれたて市場」に決定をされており

ます。 

 決定までの経過について御説明させていただき

ます。これまで川内市漁協により川内・甑とれた

て市のチラシによる応募、それとＦＭさつません

だいを利用しての応募、これを３月２５日から

５月３１日の期間において実施しております。応

募の結果につきましては、応募数が５２名から

８１件の応募がございました。 

 ６月１４日の川内港物産館整備事業第６回検討

会の中で最終的に４件に絞り込みを行い、その後

に採決により一つを決定しております。４件の候

補に上がったものが、「とれたて新鮮館」、「川内と

れたて市場」、平仮名で「せんだいとれたて市場」、

あと「とれたて市場京泊」で、最終的に漢字の

「川内とれたて市場」に決定されたところでござ

います。 

 命名者につきましては、濱本あみさん、１１歳

で大小路の小学生でございます。 

 命名の理由についてでございますが、毎月第

４土曜日に開催されている川内・甑とれたて市が

浸透しているためということでございます。 

 最後に今後のスケジュールでございますが、川

内市漁協と株式会社海の杜との食堂営業に伴う協

定書等の締結を行いまして、１１月中にオープン

を目標に組合員の協力をいただきながら取り組ん

でいくということで、川内市漁協から伺っており

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、これらを含め

て所管事務全般について御質疑願いたいと思いま

す。御質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑がないものと認めま

す。 

 次に、委員外議員の方は。 

○議員（帯田裕達）いよいよ１１月にはもう

オープンできる内容ですけど、海の杜のほうは食

堂を経営するということで、川内漁協のほうは何

か物販とかいろいろ計画があると聞いております

が、わかってる範囲でいいですけど、例えばあそ

こで魚を販売するのか、いろいろ農作物も含めた

販売ができるのか、その辺どうでしょうか。 

○林務水産課長（永田一朗）川内近郊、あと甑

島の近郊でとれた魚です、そちらの販売。それと、

それを加工したもの。それと先ほど帯田議員から

も言われました農産物のほうについても、今、Ｊ

Ａのほうと協議をさせていただいて、協力をいた

だきながら地元の農産物の部分についても販売し

ていくという形で考えてございます。 

○水産振興グループ長（橋口隆二）魚の販売

なんですけれども、市場だけの販売でなくて、市

街地向けの魚の販売、また、遊々館のほうにも今、

現在販売しているんですけれども、それも継続し

ながら販売を進めていく予定でございます。 

 以上です。 

○議員（帯田裕達）甑島漁協との連携はどうな

ってらっしゃいます。 

○林務水産課長（永田一朗）甑漁協のほうとも

連携をとってございます。甑漁協のほうでもキビ

ナゴだったりとかタカエビだったりとか。あとは

マグロの養殖もしてございますので、そちらの部

分もマグロについては生食で提供するような形の

ものを一つ考えてございますので、そちらも連携

して一応取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議員（今塩屋裕一）帯田議員にちょっと関連

するとこもあるんですけど、例えば漁師の館、今、
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メディア等を見ましても、道の駅の特集とかやら

れてまして、特にどういったのをモデルにして売

り上げ見込みとか、どういったのを売り上げてい

きたいというお考えがあったら聞かせてもらいた

いなと。 

 あと、先ほど言った甑漁協とのタイアップとい

うこともお聞きしたんですけど、あの辺は川内港

で夜釣りをしたり、釣りをする方もいらっしゃい

ますし、そして瀬渡しから、あそこから出発する

ところもありますし。たまたま私が行った先で、

ちょうど瀬渡しを待ってる方がいらっしゃって、

漁師の館ができるということで、釣った魚を持ち

帰り、全部持って帰るというんじゃなくて、「買い

取りとか、そういったことを考えているんだろう

か」というお声も聞いたもんで、そういったのも

タイアップして。 

 せっかくつくるんですから、どこにも負けない

ような、とれた魚を皆さんに提供できればなと思

って、そうなればまた注目度も違いますし、そう

いった先の考えとか、そういった企画力があれば、

聞かしてもらいたいなと思います。 

○林務水産課長（永田一朗）今回新しく「川内

とれたて市場」という形で１１月オープンさせて

いただきますけど、来場者をどういう形で考える

かということがいろいろあると思いますが、まず

は市内の人たちをという話と。 

 あと甑から観光を終えた方が、川内港のターミ

ナルにいらっしゃいますけど、その中でのお客さ

んもこの「とれたて市場」のほうに呼び込むよう

な形のものが一つあったりとか。 

 あとは、川内の原子力発電所がございますんで、

そちらのほうに来られる方々についても、川内の

河口大橋を行って、また戻ってこられたときには、

またこの「とれたて市場」のところによっていた

だいてという形を考えているところでございます。 

 あと、いろんなところでＰＲをしながら、市外

の方々、県外の方々についても、そういう形でこ

ちらのほうに寄っていただいて購入していただく

という形。 

 それとあと、観光の部分についても、観光・シ

ティセールス課ともタイアップした流れで、観光

ルートの中にも、この「とれたて市場」をルート

として入れ込んでいただいて、買い物していただ

いたりとか、あと食事していただいたりとか、そ

ういう部分で購買を高めていきたいと考えている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）あと一点、答弁漏れ。夜

釣りの方々が釣ったやつを買い取りができないの

かという質問です。 

○水産振興グループ長（橋口隆二）魚の販売

につきましては、組合員を主流に考えております。

漁業者の所得向上という位置づけがありますので、

その中で遊漁者は今のところ考えてないところで

ございますが、運営次第では魚を集めたいという

こともありますので、今後検討していくことにな

ると思います。 

 今まで視察を繰り返す中で、福岡の糸島とか宗

像、あと宮崎、もちろん県内の物産館もなんです

けれども、視察を繰り返す中で目標としてるとこ

ろは、えびす市場が規模的にも似かよった施設で

はないかということで、一応そういったところを

目標にはしてるところでございます。 

 収益金も、これからいろいろ前後するとは思い

ますけれども、１億円以上の収益があるように頑

張っていきたいというような、純利益でなくて売

り上げです、済いません。売り上げです、済いま

せん。売り上げを考えているということでござい

ます。 

 以上です。 

○議員（今塩屋裕一）ありがとうございます。

海がしけてるとき何かですね、川内のまちを、市

内を見ましても、しけてるときにはなかなか魚が

とりにくいというのがありますし、そういったの

でまち周辺も、そういった居酒屋なんかも買いに

行けるようなそういう体制というか、そういうの

ができればなと思いまして、そういった発想につ

ながったんですけど。 

 もちろん遊漁船、組合員の方が瀬渡しをされる

のを私、その方が組合員の方だったもんで、そう

いったのもまた取り入れながら、売り上げ向上と

いうか考えてもらえればと思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）要望はできませんので、

遊漁船の方が組合員の場合、釣り客がその方を介

して販売することはできないのかという質問でご

ざいました。回答お願いします。 

○水産振興グループ長（橋口隆二）そこは漁

協のほうが、今後検討していく中身でございます。

私どものほうで今、回答を出すことがちょっとで
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きないんですけれども御了承ください。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）今後検討していただきた

いと思います。 

 以上で、質疑は尽きたと認めます。 

 最後に、鹿児島市場も釣り客から魚を買ってい

らっしゃるという話を聞いておりますんで、調べ

られたらどうかなと思います。 

 以上で、林務水産課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△畜産課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、畜産課の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（川添公貴）審査を一時中止してあり

ました議案第１０６号を議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。 

○畜産課長（小城哲也）畜産課です、よろしく

お願いします。畜産課の補正予算について説明い

たします。 

 まず、歳出予算についてでございます。予算書

の２４ページをお開きください。６款２項１目畜

産総務費でございます。 

 説明欄をごらんください。畜産振興育成事業費

において５,６３０万２,０００円を増額しており

ますが、主なものは畜産クラスター事業補助金は

２件の事業参加希望者からの要望がございまして、

当初予算要求を行い予算が決定したところですが、

今回畜産クラスター事業の見直しがなされたこと

と、１件の事業参加者から繁殖牛舎１頭３２０平

米の追加要望があり、これに伴う事業計画の見直

しのため、県との協議により４月２６日付で割り

当て額の内報を受けたことから早急に事業を実施

する必要があり、補正を行うものでございます。 

 畜産クラスター事業の詳細につきましては、平

成２７年の９月補正におきまして事業内容につい

て説明いたしましたが、企画経済委員会資料の

９ページと１０ページに、事業の内容につきまし

て記載してございますので、あともって御確認く

ださるようお願いいたします。主な事業内容につ

きましては、牛舎の施設整備でございます。 

 次に、歳入予算です。同じく予算書の１２ペー

ジをお開きください。１６款２項４目農林水産業

費補助金、１節農業費補助金では、畜産クラス

ター事業補助金５,６３０万２,０００円は畜産課

分でございます。これにつきましては歳出で説明

いたしました畜産クラスター事業に係る県からの

増額分でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが御質疑願いたい

と思います。御質疑ございませんか。よろしいで

すか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 次に、委員外議員の方ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はありません。 

 ここで議案第１０６号の審査を一時中止いたし

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。何かありますか。 

○畜産課長（小城哲也）特にございません。 

○委員長（川添公貴）せっかく資料いただいた

んで、この畜産クラスターの事業の概要、それか

ら１０ページのどういう方が対象なのかというこ

とと、２のところの内容と、かいつまんで説明し

ていただいて、最後にこの事業に取り組んでいら

っしゃる農家数等を教えていただければありがた

いと思うんですが。 

○畜産課長（小城哲也）済みません、資料の

９ページをお開きください。この畜産クラスター

事業につきましては、特にこの「クラスター」と

いう意味でございますが、ぶどうの房を考えてい

ただければよろしいわけですが、特に房、集団、

群れということで、畜産農家を初め各畜種関係者

が連携、集結して、地域ぐるみで高収益の畜産を

実現するための体制のことでございます。 

 この畜産クラスターの事業採択条件でございま

すが、特に計画の知事の認定を受けるということ

でございます。それと、地域における畜産の収益

性の向上を図るための計画、あと各ところでの課

題解決への取り組みといったようなことがござい
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ます。 

 そのような状況を踏まえまして、２のアのほう

にございますが、薩摩川内市畜産クラスター協議

会を設置してございます。 

 組織構成については（１）から（６）までござ

いますが、各畜種の生産代表者、北薩地域振興局、

それから北さつま農業協同組合、それと北薩農業

共済組合、あと鹿児島県配合飼料基金協会、それ

と畜産課が事務局となっております。 

 事業の目的につきましては、ここに書いてござ

いますが、付加価値の向上、需要の創出を目指す

ということでございます。 

 それと事業内容のエのほうですが、下段のほう

ですが、施設整備事業と機械導入事業、リースで

すが、これがございます。補助金につきましては

２分の１、国庫補助ということでございます。 

 事業の流れにつきましては、このような流れで

ございます。 

 あと、１０ページでございますが、これにつき

ましては施設整備事業の採択条件とか書いてござ

いますので、お目通しいただければと思っており

ます。 

 それと、あと事業の取り組みにつきましては、

本年がさつま町にございます徳重人工授精所さん

が入来町の副田に、それと祁答院のネクストエナ

ジーさんが祁答院の上手のほうに、それと昨年が

２件ございました。Tagayasuさんと高崎ファーム

さんということで取り組んでおられます。 

 概略、簡単ですが、以上でございます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま簡単に説明いただきましたが、これら

を含めて御質疑願いたいと思います。ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 以上で畜産課の審査を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△耕地課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、耕地課の審査の審

査に入りますが、議案及び所管事務について報告

は何もないそうですので、所管事務全般について

御質疑を願いたいと思います。 

［「よろしいですか」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時３０分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時３０分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）先ほど言いましたように、

議案、所管事務、報告等はないようでございます

が、所管事務全般について御質疑はございません

か。報告事項ありますか。 

○耕地課長（堀ノ内美年）豪雨に対して、よろ

しいでしょうか。 

○委員長（川添公貴）それでは、せんだっての

豪雨災害について課長のほうから報告あるそうで

すので、お願いをいたします。 

○耕地課長（堀ノ内美年）６月の豪雨による被

害状況について、若干お知らせをいたします。 

 現在調査中でありますので、詳細は把握できて

おりませんが、現在のところ公共災害、単独災害

含めて１００件を超える見込みであります。今後

早期の把握、復旧に努めてまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 御質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 以上で耕地課の審査を終わります。大変ですけ

ど、頑張ってください。 

────────────── 

△六次産業対策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、六次産業対策課の

審査に入りますが、その前にここで休憩をいたし

ます。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時３２分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時３２分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き会議を



 

－18－ 

開きます。 

 ────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）議案はありませんが、所

管事務について報告があるそうですので、お願い

いたします。 

○六次産業対策課長（山元義一）それでは、委

員会資料に基づき説明いたします。委員会資料の

１１ページをお開きください。本年３月、六次産

業化基本計画の中間評価を行い、軽微な変更を行

いましたので、概要版を用いて報告いたします。 

 基本計画は、薩摩川内市農林漁業の六次産業化

の促進に関する条例に基づき、平成２６年３月に

策定し、農林漁業者が主役の６次産業化の推進を

基本理念のもと五つの基本方針、１６の基本施策、

３５の事業を計画し、取り組みを進めてきており

ます。 

 １２ページの表の右上になります基本計画は平

成２６年から平成３０年度までの５カ年間の計画

でありますが、前期を平成２６、平成２７年度の

２カ年間、後期を平成２８年度から平成３０年度

までの３カ年とし、二つの期間を区切って取り組

みを進めており、本年３月末で前期期間が終了し

たため、中間評価を実施いたしました。 

 前期２年間の取り組んだ主な事業を、この表の

右から２列目、実施する事業の列で説明いたしま

す。 

 この表の下から２行目になります六次産業化担

当部署の設置では、平成２６年４月に専門部署で

ある六次産業対策課を設置し、市の６次産業化の

取り組みの相談支援窓口として役割を果たしてき

ました。 

 あわせて下から５行目、市独自の助成制度の創

設では、本市独自の六次産業化推進事業補助金を

新設し、各農林漁業者の取り組み内容に応じた支

援を実施してきました。 

 次に、前期２年間は、人材育成及び意識啓発を

中心に重点的に取り組みを進めております。７行

目にあるように、啓発活動と掘り起こしを行うた

めの六次産業化シンポジウムの開催や次の８行目

の６次産業化の基礎から専門的な知識を習得する

ための各種講習会の実施、このほか前期に計画さ

れましたさまざまな事業に取り組んでまいりまし

た。 

 このような取り組みの結果、補助の前提条件と

なる六次産業化実施計画の承認者が９件となった

ことから、おおむね取り組みは順調に進んでいる

と評価したところであります。 

 次に、あけていただきまして、１３ページの下

のほうごらんください。下の４番のほうに、目標

値の設定と計画の見直しとあります。ここに基本

計画の目標として掲げております６次産業化に新

たに取り組んだ農林漁業者の数を５年間で１０件

として、前期では３、４件を想定しておりました

が、新たに６次産業化に取り組んだ農林漁業者は、

承認者９件のうち２件であったため、この１点に

つきましては、その進捗状況がおくれていると評

価したところでございます。 

 このことから、新たに６次産業化に取り組む農

林漁業者を掘り起こして実施計画の承認につなげ

ていくため、工期につきましても人材育成に引き

続き注力することとし、その進め方や内容を改善

することといたしました。具体的には、今回の基

本計画の見直しについて、人材育成に関する事業

を中心とした各事業の実施期間を後期まで延長す

る軽微な変更を行ったところです。 

 申しわけありませんが、また１２ページのほう

に戻っていただきたいと思います。こちらの変更

した箇所につきましては、一番右の列の後期のと

ころの白丸印のところが変更箇所でございます。

後期３年間も継続して実施すべきと判断した事業

として、８段目の農林漁業者のための基礎知識勉

強会の開催、次の白丸、六次産業化リーダーの育

成の人材育成に関する２つの事業と、次のほうの

白丸、消費者ニーズ調査の実施、その下の白丸、

市独自の六次産業化ブランド認証制度の構築につ

きましては、人材育成の各取り組みと連動するこ

とから、この２事業も加えまして、今、説明いた

しました四つの事業について、実施期間の記載を

前期のみから後期まで改めることといたしました。 

 後期３年間の人材育成の考え方といたしまして

は、引き続き基本計画の目標と掲げている新たに

６次産業化に取り組んだ農林漁業者の数を１０と

いう目標を達成するため、人材育成事業として

６次産業化の裾野を広げる事業展開と６次産業化

の実践者に引き上げるステップアップ方式による

事業展開の両輪で取り組んでいきたいというふう

に考えているところです。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 



 

－19－ 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、これらを含め

て御質疑願いたいと思います。御質疑ございませ

んか。 

○委員（成川幸太郎）新たに６次産業化に取り

組んだ農林漁業者の数が、目標よりちょっとおく

れてるということを今、言われました。そのため

に継続してやる事業が裾野を広げたいというよう

なことですけども、これを見ますと基本計画の出

前講座の開催、六次産業化推進シンポジウムの開

催というのが印がついてますが、これはもう後期

ではやらないということでしょうか。 

○六次産業対策課長（山元義一）基本計画の出

前講座につきましては、２年間各地域で実施して

きておりますので、こちらのことについては前期

で終了したい。またシンポジウムにつきましても、

広く市民の方へ６次産業化を知っていただく啓発

活動として行っておりましたので、これにつきま

してももう３回ほど実施いたしましたので、こち

らのほうも前期で終了したいというふうに考えて

おります。 

○委員（成川幸太郎）いや、ただ単に、本当に

広げたいんであれば、今で終わってせっかくここ

までやってきて、実際に新規の取り組み者、ふえ

てないわけですから。同じようにシンポジウムと

か出前講座はやってたけど、継続してやって、新

たな興味を持つ人を発掘しないといけないんじゃ

ないですか。 

 ただ、この中では白丸で、農林漁業者のための

基礎知識勉強会の開催はやるということですけど

も、新たに参加、６次産業に取り組もうというん

であれば、新たなところをもっと拡大、継続して

やっていく必要があるんじゃないかなと、私は思

うんですが、いかがでしょう。 

○六次産業対策課長（山元義一）基本計画の目

標を達成するために、少なくとも残り３年間で

８件の農林漁業者を新たに見つけるというような

ことなんですけれども、その方法といたしまして

は、先ほどと一緒になりますけれども、人材育成

事業として６次産業化の裾野を広げる事業展開と、

６次産業化の実践者に引き上げる事業展開の両輪

で取り組んでいくということで、具体的にはその

６次産業化に興味のある方が集まっていただく基

礎講習会を裾野を広げる事業としては行っていき

たいと。 

 新たな取り組みとしては、この受講者の中に、

サポートを支援を行いながら新たに６次産業化に

取り組む農林漁業者の方を次のステップ、専門講

習会であるとか異業種交流会、個別の相談会へス

テップアップさせながら新規の方につなげていき

たいというようなことを考えております。 

 また、個別相談につきましても、これまでは農

林漁業者の方が困っている点をフォローするよう

な専門家の派遣が主でしたが、今年度からは六次

産業化実施計画の策定のサポート支援についても

あわせて行っていきたいというふうに考えており

ます。 

 このほか人材育成以外の取り組みの中でも、

６次産業化に新たに取り組む農林漁業者の掘り起

こしについても行っていきたいというふうに考え

ているところです。このような取り組みを行いな

がら、目標値の達成をしたいというふうに考えて

います。 

○委員（成川幸太郎）今、聞いとけば、今まで

２年間やってきて、出前講座であるとか、シンポ

ジウムをやった。地域資源の掘り起こしもやって

取り組んできた。実際には２件だったけど、これ

までそういうのに参加された方の中で、新たに参

加される可能性のあるという方がいらっしゃるん

でしょうか。そうであれば、その中のところ具体

的にあと発見をということで持っていけばいいん

でしょうけども、どうでしょう。 

○六次産業対策課長（山元義一）これまで基礎

講習会を受講された中からも、計画書の承認につ

ながっている方もいらっしゃいます。 

 また、昨年度受講された中で、今現在、実施計

画に向けて取り組んでいる方が複数いらっしゃる

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）実数を、何人講習を受け

られて、何人これにつながったかというのを示し

ていただければ理解しやすいと思うんですよ。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）若干補足をさ

せていただきます。説明がもしかしたら不足があ

るかもしれませんので。データはちょっと課長の

ほうから。今、委員長から御指摘あったデータは

精査させて答弁させますけれども。 

 例えば、今、副委員長から御指摘いただきまし

た出前講座につきましても、２年間はこちらから

各地域、旧１市４町４村に出向く形で、年に１回
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か２回必ずやっておりました。川内はちょっと広

いので、幾つかのエリアに分けてやったりしてま

したけども、例えば出前講座についても、今後全

くしないということではなくて、こちらから各地

域ごとに必ず１回ずつやるやつを、今後は要請が

あったときにするという考え方を持っております。 

 それと、あとシンポジウムに関しましても、実

はシンポジウムという名前はつけてなかったんで

すけども、最初は六次産業化研修会という確か名

前にしましたが、２５年度から実際にはシンポジ

ウムらしきものをやっておりまして、そこを含め

ますと、ちょっと人数が若干ここのところ減って

きているという状況がございます。一つはシンポ

ジウムも農林漁業者中心ということでは、優先と

いうことではしておったんですけども、農林漁業

者以外の方々も含めて誰でもいいですよという部

分でやっておりましたから、そういう部分も２月

に行ったシンポジウムもそういうところでやって

たんですが。 

 今後は限られた予算の中で、先ほどから課長が

申し上げておりますとおり、実施計画の承認につ

ながっていくような基礎講習会、専門講習会、そ

れからシンポジウムの受講者の中からもなんです

が、それぞれの６次産業化のレベル、入り口にま

だ立ってる人、あるいは１０段階でいうと３、

４ぐらいのレベルあるいは７、８ぐらいのレベル。

そういうような部分に、農林漁業者のレベルに応

じた、きめ細やかな対応を限られた財源の中でシ

フトをしたいということで、課長が申し上げたと

おりでございます。 

 数値につきましては、今、答弁させます、申し

わけございません。 

○六次産業対策課長（山元義一）平成２６年度

の基礎講習会、１７名受講しまして、その中に新

たに農林漁業者に取り組んだ方が１名いらっしゃ

います。昨年度平成２７年度は１３名の方が受講

されまして、そのうち一人はもう実績として上げ

まして、あとお二人、六次産業化実施計画の作成

に取り組んでいる方がいらっしゃいます。 

 以上でございます。 

○委員（成川幸太郎）最後にします。最初に

６次産業化って取り組まれるときに、１次産業の

方だけでは非常に難しいものがあるんじゃなかろ

うかと。農商工連携をもっと図って、そこは連携

した事業に対してもこの６次産業のことを考えて

やるべきじゃないかということは申し上げていき

ました。 

 ぜひ、これをうまく進めるためにも、農業者の

方々がそれを考えるというのは非常に負担が多い

と思います。いろんな計画をつくるにしても、そ

こら辺が連携－異業種連携交流と書いてありま

すけども、特に１次産業は１次産業、２次産業は

２次産業、３次産業は３次産業という、それぞれ

専門性を持った方々が一緒になって－６次産業

に取り組むということが推進されれば、もっと進

むんじゃなかろうかなと思いますので、ぜひそう

いった考え方もしていただければと思います。 

 以上です。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）御指摘確かに、

副委員長から当初のころからそういう御指摘をい

ただいておりましたし、非常にごもっともだとい

うふうに思っております。 

 ただ、そのときの私どもの考え方として御答弁

なり御説明なりをしてきたかと思いますけども、

平成２５年７月、ちょうど３年前に条例をつくり

まして、条例上の６次産業化は農林漁業者の方々

が加工なり、販売なり取り組む６次産業化という

ことに位置づけたと。ですので、１次から２次、

３次に出張っていく６次産業化ということからま

ず取り組みたいというふうに、ちょっと私として

は申し上げてきたつもりです、本会議、委員会等

の場でですね。 

 実際、副委員長からいただいた御指摘はごもっ

ともですので、今年度から３月議会の委員会でも

御説明しましたけど、農商工連携に対する手当も

新規につくりました。その部分－私どももずっ

とやっぱり手が回ってなかった部分、ということ

で、認識はしておりましたので、やっと予算が取

れましたのでできました。 

 ３月議会で副委員長から御指摘いただきました

とおり、農商工連携ということで商工業者サイド

にもＰＲをという御指摘いただきましたから、そ

の後、商工会議所、商工会、それから企業連携協

議会、いろんな場でビラをまくなり、説明をする

なりしております。 

 ここのところ農商工連携という形での６次産業

化の相談も少しずつではありますが出てきており

まして、そちらのほうもこれからは力を入れてい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 
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○委員（成川幸太郎）計画どおりになるように

進めていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 じゃ、委員外議員の発言を許します。 

○議員（帯田裕達）ここの基本方針、基本施策

の１３番目に、後期に新たに始まるということで、

観光農園等、食に関する体験ができる場所を提供

することによって、観光戦略の一つとして取り組

むということがありますが、これもうちょっと詳

しく説明をお願いします。 

○六次産業対策課長（山元義一）体験型観光と

の連動につきましては、今、観光・シティセール

ス課で取り組んでおります、きゃんぱくの体験型

であるとか、観光物産協会、両課で行っている、

そういうきゃんぱくを行っているんですが。体験

型観光プログラムということで、市内にも観光農

園が幾つかありますので、既に取り組んでいらっ

しゃる方もいらっしゃいますけれども、６次産業

化と観光と連動して行えないかというようなこと

を考えておりまして、まだ具体的には、済いませ

ん、これからという形になります。 

○委員長（川添公貴）じゃ、質疑は尽きました

ので、以上で六次産業対策課を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△商工政策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、商工政策課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第９９号 薩摩川内市入来工業団地

利活用促進条例の制定について 

○委員長（川添公貴）それでは、議案第９９号

を議題といたします。 

 当局の説明をお願いします。 

○商工政策課長（宮里敏郎）では、議案第

９９号薩摩川内市入来工業団地利活用促進条例の

制定について御説明いたします。 

 議案つづりその２の９９－１ページをお開きく

ださい。条例の定義につきましては、本会議で部

長が説明したとおりでございます。 

 では、９９－２ページから条例の内容について

御説明いたします。 

 まず、第２条におきまして、用語の意義を定め

るとともに、入来工業団地に誘致する業種につい

て定めております。 

 第４条では、奨励措置を定めておりまして、第

１号で用地の減額譲渡、第２号で用地の減額貸付

及び無償譲渡、第３号で固定資産の課税免除につ

いて定めております。 

 第５条におきましては、減額譲渡等の要件を定

め、要件として用地の取得、または貸し付け後

５年以内の操業開始と、操業開始に伴う新規雇用

者数を５人以上、また商業施設にあっては５０人

以上というふうに定めているところでございます。 

 第６条でございますけども、第６条において減

額譲渡等の内容について定めております。減額譲

渡及び減額貸付につきましては、それぞれの用地

面積に規則で定めた価格を乗じて得た額とし、課

税免除につきましては操業開始の翌年度から最長

１０年間とするものと定めているものでございま

す。 

 また、第７条では、減額貸付受けた用地におい

て１０年以上操業した場合、業者からの申請があ

った場合には無償譲渡をすることができることを。 

 また、第１１条におきましては、省令措置の対

象事業者における責務等を、第１２条では、省令

措置対象者、対象事業者の指定の取り消し等につ

いて定めているところでございます。 

 ９９－６ページをお開きください。条例施行規

則（案）を添付してございます。この中の９９－

７ページになりますけども、第７条において、減

額譲渡及び減額貸付の価格について定めておりま

す。減額譲渡の価格について１平方メートル当た

り２,９６４円、減額貸付の場合について１平方

メートル当たり２９７円としているところでござ

います。 

 では、別途配付しております議会資料のほうの

１ページをお開きください。ただいま説明いたし

ました条例規則を踏まえまして取り扱いについて、

この表で整理しておりますので、改めて説明させ

ていただきます。 

 １の目的については、条例第１条のとおりでご

ざいます。 

 ２の土地の概要ですが、所在地は入来町副田字

立山の４筆になります。台帳地目は宅地でござい

まして、現状は更地となっています。 

 面積は、市道の認定予定面積を除きまして、
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１０万１,８４７平米となっているところでござい

ます。 

 ３に優遇制度について記載しております。まず

売却につきまして、価格は先ほど申し上げました

とおり条例第６条及び規則第７条により、１平方

メートル当たり２,９６４円、坪で９,８００円と

なります。この価格設定につきましては、３月の

委員会で説明しましたとおり取得価格に１０年間

の管理費用を加算した額で算定いたしました。 

 また、条例第５条に、土地取得後５年以内の操

業を譲渡等の要件にしていることから、５年以内

に操業開始がない場合には、買い戻すことができ

るというふうにしております。 

 なお、この買い戻しの特約については、内規及

び売買契約に明記したいというふうに考えており

ます。 

 賃借及び賃借後の無償譲渡につきまして、賃借

の価格について、条例第６条及び規則第７条によ

り、年間１平方メートル当たり２９７円、坪

９８０円とし、操業１０年経過後、事業者からの

申請により無償譲渡できることとしております。 

 なお、譲渡を受けず継続しての賃借も、そのま

まの継続しての賃借も可能というふうになってお

ります。 

 また、無償譲渡後におきまして、５年以上の操

業を継続したい場合、条例第１２条において指定

の取り消しも行うことができるというふうにして

おります。賃借の場合も売却の場合と同じく賃借

を５年以内に操業開始しない場合については、契

約の解除をすることができるというふうにしてお

ります。 

 なお、減額譲渡、減額貸付というふうに説明し

ておりますけども、売却、賃借、いずれの場合も

取得額の原価を下回るような価格設定は行ってお

りませんので、申し添えさせていただきます。 

 次に、税制の優遇制度でございますけども、こ

れにつきましては条例第６条により操業開始の翌

年から１０年間免除するということになります。 

 なお、操業開始をしていない期間、これは通常

課税となり、売却の場合は土地家屋、償却資産の

課税免除、賃借の場合は家屋償却資産の課税免除

が対象となります。 

 ４のその他でございますけども、立地対象業種

につきましては、条例第２条に規定したとおりで、

これにつきましてはこれまでの企業立地支援条例

の対象業種に準じております。同じでございます。

１区画当たりの面積については、原則５,０００平

米以上としております。 

 また、用地が処分されるまでの間は、地域の皆

様方の行事等に利活用できるようにしていきたい

と考えているところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議くだ

さるようお願いいたします。 

［「これはいかないのですか」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）議案と関係ありますか。

条例と関係ありますか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）いや、直接は。後

で。 

○委員長（川添公貴）後でしましょうかね。 

 ただいま説明がありましたが、御質疑願いたい

と思います。御質疑ございませんか。ありません

か。 

○委員（小田原勇次郎）済いません、私は２点。

１点は確認ですから。いわゆるこの条例の対象に

なるのが一つの区画面積が原則５,０００平米以上

となっておりますが、原則なので当然４,０００平

米もその範疇で、判断の中でこれに対象できると

いう認識でよろしいのかというのが、これは確認

事項で、一点。 

 もう一つは、非常にこれはこの条例の中でわか

りにくい部分の中で、工業生産施設という概念の

中が、規則の中で農林産物を工業的に生産すると

いう部分で、これは工業かよ、農業かよという範

疇が非常にわかりにくい。 

 だから、片や一つは、農林水産省の補助金で農

産物をするという農林の範疇で捉えられるような

お金の引き出し方をしておって、今度はこっちは

工業的な部分でするというのは、そこあたりの判

断に疑義が生じないのか。今回そこで適応させや

すいような規則のつくりかたをしてるように、こ

れはうがった見方なんですが、そんなふうにも受

け取れるもんですから。農業と工業の部分の判断

の部分をちょっと明確にできるのかどうかだけ、

ちょっと確認させてください。 

○商工政策課長（宮里敏郎）まず、一点目の

１区画５,０００平米の取り扱いでございますけど

も、これは小田原委員が言われたとおり原則

５,０００平米ですので、対象となる立地企業の状

況によっては、その分を下回る部分も当然想定は

しておりますので、そういう取り扱いにさせてい
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ただきたいと思います。 

 ２点目の工業生産施設の中で、恐らく植物工場

と通常のそれ以外の農業の分との区別ということ

での御質問だと思いますけども、規則のほうをつ

けてございます、規則（案）のほうを。議案つづ

り２の９９－６ページになりますけども、その第

２条の中に工業生産施設ということで、その第

２項に植物工場についてはここに明記しておりま

して、読み上げさせていただきますと、「人工的に

光水分及び養分等の供給を制御する設備を有し、

太陽光を遮断した密閉空間内で農林水産物を工業

的に生産する施設及びその施設に付随する用途に

資する施設については、これは工業生産施設とし

て入来工業団地への企業誘致に加える。」というこ

とでございますので、完全密閉型の植物工業とい

うのをここで明記させていただいておりますので、

通常のハウス型とはここで区分させていただいて

いるということでございます。 

○委員（小田原勇次郎）わかりました。条例の

中では一応、条文の中には規則で定めるというう

たい方をしてありますので、規則の中で柔軟に対

応できるんだなというふうに理解をしたところで

ありますので、今後とも頑張っていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）この条例が早く可決されな

いことには、例の４,０００平米のレタス工場もで

きないということですよね。この条例はもっと早

く準備されてたんですか、どっちが先だったんで

すか。言いにくいでしょうけど。条例を早く出さ

なきゃいかんかったわけですよね、本当は。企業

が来る前に。 

○商工政策課長（宮里敏郎）今、誘致というか

立地を希望されております植物工場については、

去年の夏ぐらいからの話がございました。ただ、

その場合については、場所の限定はまだしており

ませんでした。 

 この入来の工業団地のところについては、当初

の予定どおり３月で取得した後に、条例の整備

－３月末で取得いたしましたので、その後に要

綱等の整備、また別途建設部で出ます市道認定の

議案もございましたので、その整理をした後に今

回６月議会でこれを提出－させていただいてお

りますので、それで当初の予定どおり条例等につ

いても出させていただいているということでござ

います。 

○委員（瀬尾和敬）ついては、配ってくださろ

うとした、あれをちょっと見せていただいて、そ

して審議にしたいと思いますので、いいですか。

委員長、よろしくお願いします。 

○委員長（川添公貴）この議案第９９号の審査

に当たって必要ということですので、資料をお配

りください。 

［資料配付］ 

○委員（瀬尾和敬）この資料に基づいて説明を

お願いします。正面玄関がどこなのかとか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）今、お手元にお配

りしました入来工業団地の現在の写真をつけてご

ざいます。ちょうど見ていただきますと、図の右

側が北側になります。右側が北側で、右側のとこ

ろにちょうど入来のグラウンド、文化ホール、ち

ょっと白く見えているところが入来のグラウンド

になります。上のほうが西側になります。西側で

すから、国道３２８号側になります。ちょうど区

画が大きく４区画に分かれているんですけども、

ちょうど右上のところに若干入り口の跡が残って

ますけども、ここが以前の旧富士通の入り口、社

屋の入り口になります。 

今回、植物工場のほうが、今、検討されている

用地につきましては、斜線で引いた部分でござい

まして、実は今朝、部長のほうは、この入り口の

ところ、右の入り口のところを検討ということで

説明したと思うんですけども。 

 これは今まで、この辺を検討されておりました。

早めに場所については、一応もう一回再検討した

いということで、けさほど業者のほうと現場で確

認しましたけども、今回の今の現段階での用地と

しては、山側のほうの区画の一部、一番南側です

ね。南側、南東側になるんですけども、その部分

の一部を約４,０００平米ほど取得したいという申

し出があったところです。 

 なお、今回、当初部長が説明しました旧富士通

の入り口のところから、こちら側に希望地をちょ

っと検討を変えられた大きな理由は、植物工場の

建物自体が、実は高さが１３メートルぐらいの工

場になります。植物工場はだんだんにずっとケー

スを重ねていって、それが１２段ぐらいになると

いうふうに聞いておりますので、社屋の高さ自体

が１３メートルぐらいになると。とすると、あの

建物の何もない中に１３メートルのが建つと、
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我々余り影響ないと思うんですけども、近隣の住

宅地の方々が日照とか、ないとは思うんですが、

そういうトラブルも起こる可能性があると。 

 そうすると、最も影響の少ないこの南側の山側

のほうに、背の高い工場をつくったほうがより住

民の皆様にも迷惑をかけないということで、今は

この斜線のところを借地でお借りできないかとい

う申し出を今、協議をしているところです。 

○委員（瀬尾和敬）お話を聞いて、なかなか賢

明な業者さんだと思いました。そして、この図面

を見て、ある意味安心しました。とんでもない真

ん中だと、あとあと大変だろうなと心配してまし

たけど、これはいい方だと思いますが、条例が決

定してから鋭意進めてくださるようにお願いした

いと思います。 

○委員（成川幸太郎）この土地については、売

買と賃貸とあったわけですけども、第７条を見る

と、１０年すれば無償譲渡が申請できるわけだか

ら、恐らく第１回目で買われる方ほとんどないん

じゃないかなというふうな気もします。 

 その後、無償譲渡したというのが目的どおりな

ってないと返還ができると、無償譲渡して相手の

ものになったやつを返還をさせるということは、

本当にできるんでしょうか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）１０年貸し付けを

した後に無償譲渡をして、その後５年間はそのま

ま継続して、その同じ事業を継続しない場合につ

いて買い戻しになれば要件の取り消しというのを、

要件に入れるというのを条例にうたっております

ので、それは契約等にきちんとうたって、事業者

には最初から周知をしておきたいというふうに思

ってます。 

○委員（成川幸太郎）最初に言いました売る気

がないんじゃないかなという気がするんですが、

本当に。だって、買ってお金を払えば無償譲渡は

ないわけでしょう。賃貸して１０年たったら無償

譲渡があるから、今出る事業者としては、当然、

賃貸で行って、１０年後に無償譲渡を受けたほう

がいいという形になると思うんですけども、そこ

ら辺はどうお考えですか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）もちろん我々も賃

貸よりは売却をしていただいたほうが、責任を持

って事業者が事業に取り組んでいただくことがで

きますので。価格の設定につきましては、売却と

賃貸を比べてみますと、賃貸のほうが１０年間の

賃借料、それと一括の売買の価格というのを比較

しますと、当然、賃貸のほうが不利、売却してい

ただいたほうが事業者にとっては、若干ですけど

も、有利にするような価格設定にはしております。 

 ですので、我々としては、できるだけ賃貸じゃ

なくて譲渡、売却のほうを進めていきたいという

考えでございます。 

○委員（成川幸太郎）ありがとうございました。 

○委員長（川添公貴）また、この件に関しては、

お金が絡むことですので、鋭意また御説明方お願

いをしたいと思います。 

 ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の方ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論はござい

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はありませんので、

これより採決いたします。本案を原案のとおり可

決すべきものと決定することに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議ありませんので、

本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後０時１０分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時 ８分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）それでは、残っておりま

した所管事務調査について、説明方お願いします。 

○商工政策課長（宮里敏郎）それでは、産業支

援センターの運営状況について御説明させていた

だきますので、企画経済委員会資料の１ページを

お開きください。 
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 ことし４月に開設いたしました薩摩川内市産業

支援センターの運営状況について御報告いたしま

す。 

 まず、これまでの相談実績でございますけども、

５月末までに相談件数が１０５件、相談企業数が

５７社、うち創業予定者の相談が２３人というふ

うになっております。 

 当初計画では、開業当初におきましては、月

３０件というのを見込んでおりましたので、実績

は計画の１.７５倍となっているところです。さら

に、６月の相談実績ですけども、相談件数が、

２５日現在で、６月一月だけで８１件というふう

になっているところでございます。 

 相談の内容でございますけども、相談内容別で

は、創業についてが４７件と、全体の約半分を占

めております。次に、売上拡大、経営改善の相談

が多くなっているところです。 

 相談者につきましては男性がほとんどで、年代

では３０代が約３割を占めておりまして、次に

５０代、６０代となっているようでございます。 

 創業予定者の相談者が２３人、５月末でござい

ますけども、その２３人の現状でございますが、

２３人のうち既に６人が開業済み、二人が法人の

設立済みということになっているところでござい

ます。 

 では、資料２ページのほうをごらんください。 

 ５月１２日から鹿児島産業支援センターと協定

を結びまして、市の産業支援センター内に鹿児島

県よろず支援拠点、北薩よろず相談窓口を開設し

ております。この窓口は、本市を含む北薩地域全

体の企業相談を受けるために、毎週木曜日に、県

のよろず支援拠点施設のコーディネーターが来庁

され、相談を行っているものでございます。北薩

地域の企業が相談に訪れることで、市内企業との

連携やマッチングも期待できるとともに、よろず

支援拠点の専門コーディネーターの相談業務に本

市のコーディネーターも同席することで、本市

コーディネーターのスキルアップも図られている

ところでございます。 

 次に、講演会、セミナーの開催状況ですけども、

５月２１日に産業支援センターオープン記念講演

会を鹿児島純心女子大学で開催いたしました。

２４３名の方々に参加していただき、基調講演、

特別講演、パネルディスカッションを行ったとこ

ろでございます。なお、定期講演会につきまして

は、この後、ことし８月と１０月にも開催する計

画となっております。 

 そのほか、セミナーの開催につきましては、こ

れまで個別にセミナーのテーマを設定いたしまし

て、６月までに２回実施しております。６月

２３日のセミナーには、１０名定員に対しまして

２４名の参加があったところでございます。なお、

セミナーについては、今後２カ月に１回程度をめ

どに実施をしていくということになっております。 

 市内の企業訪問につきましては、５月末までに

８社訪問となっておりますけども、今後はさらに、

この訪問件数もふやしていくというふうになって

いるところでございます。 

 また、６月１５、１６日に、甑地域への会社訪

問による相談会も実施いたしまして、両日で

１４社を訪問したところでございます。また、甑

地域への定期的な訪問、相談会の実施につきまし

ても、今後おおむね２カ月１回程度をめどに実施

するという予定であると聞いておるところでござ

います。 

 いずれにしましても、現段階では、特に相談数

におきまして、当初の予定を上回る実績となって

おりまして、センターについては順調な運営とな

っているところでございます。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたけど、これらを含め

て、所管事務全般について御質疑願いたいと思い

ます。御質疑ございませんか。 

○委員（成川幸太郎）創業予定者の状況のとこ

ろで、開業済みが６人ということですか、すばら

しいなと思いますけども、どういった業種の方で

６人が構成されてるか、わかってれば教えてくだ

さい。 

○商工政策課長（宮里敏郎）既に６人の開業が

済んでるんですけども、この内訳でございますが、

飲食業が一人、それからクリニックを開始された

方が一人、それとコンサルタント業が一人、あと

流通関係が一人と、あと介護関連事業についてが、

お二人というふうになっております。合計６人が

５月末までに開業済みということでございます。 

○委員長（川添公貴）いいですか。ほかござい

ませんか。 

○委員（小田原勇次郎）私、これ、ひょっとし
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たら当初予算で同じこと聞いたかもしれないので、

もしあれだったら申しわけありません。 

 今回、一般質問でも御答弁がありましたが、い

わゆる新規創業の件数が、平成２７年度までの実

績２３件というたしか答弁－平成３１年度まで

を４０件を目途にというようなお話で－議論が

されたと思うんですが。ことしは当初予算でまた、

創業支援事業のほうも予算計上がされてる中で、

こういう、例えば今まで過去創業された方ってい

うのは、今継続的にずっと事業のほうは、途中で

挫折されずに引き続き継続されてるというふうに

認識しておけばよろしいんでしょうか。 

 というのが、先般、企画経済委員会でちょっと

視察した先で、３年間、最初、創業支援の補助を

出してるんですが、それが切れてしまうとなかな

か尻切れとんぼになるというような部分の説明も

ありまして、そこあたりをちょっと御説明いただ

ければと思うところです。 

○商工政策課長（宮里敏郎）創業支援につきま

して、今年度新しく創業支援事業の補助金の創設

はしておりますけども。これまで中心市街地にお

きましてはテナントミックス事業ということで、

家賃補助の分についてをやってきているところで

ございますけども。具体的にいいますと、今まで

テナントミックス事業で平成２４年度から継続し

てきておりますけども、現在も２６件ほど、その

テナントミックスで新しく創業していただいてお

ります。 

 ただ、その中で、やはり職業とか小売業の中で

３店舗ほどは途中で撤退し、補助を打ち切ったと

いうのもございますけども、残りの２３店舗につ

いてはそのまま継続されております。 

 もちろん、補助が打ち切られた分についても、

そのまま継続して創業をしていただいてるところ

ですけども、今、委員がおっしゃるとおり、補助

期間が終わった後もきちんと創業を続けていただ

かないと全く意味がないことでございますので、

そこについては商工会議所、商工会、それから

４月に開設いたしました産業支援センターのほう

できちんと伴走型のコーディネートができるよう

に、今後も関係機関と連携して支援をしていきた

いというふうに思っております。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で……。 

○商工政策課長（宮里敏郎）報告を。 

○委員長（川添公貴）どうぞ。 

○商工政策課長（宮里敏郎）薩摩川内市企業連

携協議会と鹿児島純心女子大学が今回、包括的連

携に係る協定書を締結するということになりまし

たので、その件について御報告させてください。 

 鹿児島純心女子大学からの申し出によりまして、

来週７月４日に、大学と企業連携協議会が包括的

連携に関する協定の締結を市の立会いのもと行う

ということになりました。 

 今回の締結の目的につきましては、両者が産学

連携活動を円滑に推進して、地域社会発展と人材

育成に貢献することを目的に行うというものでご

ざいまして、具体的な連携事業といたしまして、

学生の就業及び人材育成に関する事項、地域活性

化と産業振興に関する事項、教育、研究、文化の

振興に関する事項、その他両者が必要と認める事

項というふうになっております。 

 今回の協定締結により、協議会と大学の共同研

究による製品開発、あるいはインターンシップ等

の事業を通しての地元企業との交流等が深まり、

地元企業への就職促進等にもつながるというよう

な効果が期待されているところでございます。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ただいまの報告について

何か聞きたいことはございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ありませんので、以上で

商工政策課を終わります。御苦労さまでした。 

────────────── 

△交通貿易課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、交通貿易課の審査

に入ります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時１７分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時１８分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度一般会計
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補正予算 

○委員長（川添公貴）審査を一時中止してあり

ました議案第１０６号を議題といたします。当局

の説明をお願いします。 

○交通貿易課長（佐多孝一）それでは、議案第

１０６号平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち、交通貿易課分について御説明いたしま

す。 

 初めに、歳出について御説明いたします。 

 予算に関する説明書の２７ページをお開きくだ

さい。 

 ７款１項２目商工振興費、説明欄、事項、川内

港利活用推進事業費２１１万６,０００円は、薩摩

川内ポートフェア事業に関する経費でございます。

事業の内容について、補正予算の概要で説明させ

ていただきますので、資料の１４ページをお開き

ください。 

 （２）－１１、薩摩川内ポートフェア事業につ

きましては、川内港を活用した物流、川内甑島航

路の利用促進及び友好としての交流を市民に周知

するため、川内港ターミナルを活用した交流イベ

ントを開催し、地域の活性化を図るものでござい

ます。 

 この事業は、昨年に続き２回目の事業でござい

ます。財源としまして、鹿児島県地域振興推進事

業補助金１０５万７,０００円を充当予定でありま

す。また、実施時期については、１１月を予定し

ております。 

 次に、予算に関する説明書、２７ページにお戻

りください。 

 同項目、事項、コミュニティバス等運行対策費

３,２３０万円は、甑島地域観光バス導入事業に関

する経費でございます。事業の内容について、補

正予算の概要で説明させていただきますので、資

料の６ページをお開きください。 

 （１）－７、甑島地域観光バス導入事業につき

ましては、観光バスの需要が高まっている甑島地

域において、観光客及び市民の利便性の向上を図

るため、路線バスと併用できる観光バス２台を購

入するものでございます。財源としまして、特定

離島ふるさとおこし推進事業補助金２,５８４万円

を充当予定であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 予算に関する説明書、１３ページをお開きくだ

さい。 

 １６款２項５目商工費補助金、１節商工費補助

金欄にありますとおり、２,６８９万７,０００円

のうち、地域振興推進事業補助金１０５万

７,０００円、特定離島ふるさとおこし推進事業補

助金２,５８４万円が、それぞれ薩摩川内ポートフ

ェア事業と甑島地域観光バス導入事業に関する歳

入予算として措置しております。 

 以上、交通貿易課に係る平成２８年度一般会計

補正予算についての説明を終わりますが、御質疑

に対します数値など細かなデータの回答につきま

しては、専門職以下、課長代理、主幹、グループ

長からも回答させますことを御了承ください。よ

ろしく御審査賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたけど、御質疑ござい

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 次に、委員外議員のお願いします。 

［発言する者あり］ 

○委員長（川添公貴）思い出したごと言うたら

ダメダメ。ここで、議案第１０６号の審査を一時

中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。何かございますか。 

○交通貿易課長（佐多孝一）それでは、所管事

務調査として、委員会資料に基づき説明させてい

ただきます。企画経済委員会資料の３ページをお

開きください。 

 所管の事業関係について御報告させていただき

ます。 

 初めに、１、薩摩川内市地域公共交通網形成計

画概要版の配布についてでございます。 

 平成２７年度に薩摩川内市地域公共交通活性化

協議会で策定しました薩摩川内市地域公共交通網

形成計画概要版をお手元に配付いたしております。 

 今後、本計画書をもとに、利用者の利便性向上

のため、路線の見直し、ダイヤの改正、デマンド

導入など、地域に合った交通網を５年計画で進め

ていきたいと考えております。本年度は、本土地

域のコミュニティバス路線の再編を行う実施計画



 

－28－ 

を策定する予定でございます。 

 次に、２、川内港貿易促進補助金の改正につい

てでございます。 

 （１）改正概要でございます。 

 ①川内港貿易補助金のコンテナ補助金１個当た

りを、新規利用者現行２万円、上限４０万円を、

４万円、上限８０万円に拡充。 

 ②川内港木材輸出促進補助金のコンテナ補助金

１個当たりを、新規利用者現行３万円、上限

９０万円を、４万円、上限１２０万円に拡充。く

ん蒸補助金につきましては、新規、継続利用者に

対し、１５万円、上限４５万円を新設いたしまし

た。 

 （２）改正の背景でございます。大きくは３点

ございます。 

 まず１点目、平成２７年のコンテナ取扱量が、

中国経済の減速や県外製紙会社の製造機械トラブ

ルにより、市内製紙会社の海外輸出用のパルプを

国内用として利用されたことにより、対前年比

８９％であったこと。 

 ２点目が、原油価格の下落に伴い、中国のパル

プ市況が悪化したことにより、輸出量が大幅に落

ち込んでいることから、平成２８年のコンテナ取

扱量がさらに減少することが予想されること。 

 ３点目が、昨年の知事要望で、長年要望してい

ました川内港の整備について、検討に入るとの御

判断をいただいたところであり、今後検討を進め

ていただくためにも、安定したコンテナ取扱量を

維持していく必要があること。 

 以上のことより、早急な対策を講じる必要があ

り、荷役業者、木材輸出業者への聞き取り調査を

行った結果、新規利用者に対する補助金の拡充が

効果的であると判断したことから、見直しを実施

したものでございます。 

 （３）改正による効果ですが、４月以降、木材

輸出が新規２社、継続２社、木材以外、新規

１２社の利用の実績がございました。参考としま

して、本年１月から５月までの月別取扱量比較を

計上しておりますが、５月末現在で、対前年比約

８０％であることから、この比率を平成２７年の

取扱量１万７,８３７ＴＥＵに掛けた場合、年間取

扱量が１万４,２６９ＴＥＵとなり、対前年比約

３,５００ＴＥＵの減が想定されるところです。な

お、制度改正に伴う予算については、現行予算で

対応する予定でございます。 

 続きまして、資料はございませんが、クルーズ

トレイン「ななつ星ｉｎ九州」について御報告さ

せていただきます。 

 ななつ星は、熊本地震の影響により、５月７日

土曜日出発分から代替ルートで運行を再開してお

りましたが、８月３０日火曜日出発便より、薩摩

高城駅に停車する運行ルートを再開することにな

りました。なお、停車日につきましては、再開後

１便目につきまして、９月１日の木曜日１６時

５２分着で、１７時２２分発となります。 

 以上で、交通貿易課関係についての説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたが、これらを含めて、

所管事務全般について御質疑願いたいと思います。

御質疑ございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）済いません。先ほどの

予算と関連して、今回、甑島のほうにコミュニテ

ィバスを２台で運用するんですが、当初予算でコ

ミュニティバスの運行事業費として、これは補助

金ですかね、委託料ですかね、計上されてますよ

ね。 

 だから、このバスを２台増便することによって、

運行形態がどんな形で変わるのか。そして、それ

に伴って、このコミュニティバス運行事業に、ま

た予算的な部分の中で、たくさん走らせるとすれ

ば、それなりの増額の部分が必要なのか。そこら

あたりをちょっとお聞かせ願いたいんですが。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今回のバス導入に

つきまして、先ほど説明いたしましたとおり、路

線バスと併用ということを考えております。 

 具体的にいいますと、下甑に中型バスが１台、

上甑に小型バスが１台ありますが、これらの老朽

化がありまして、これらの更新という意味合いも

ありますので、まず委託料については現状維持と

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）ということは、これは

増便体制ではなくて、単なる新旧のいわゆる車の

入れ替えというふうな認識でおればいいというこ

とですね。 

○交通貿易課長（佐多孝一）はい、そのとおり

です。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、交通貿易課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△観光・シティセールス課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、観光・シティセー

ルス課の審査に入ります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時２９分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時３０分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度一般会計

補正予算 

○委員長（川添公貴）それでは、審査を一時中

止してありました議案第１０６号を議題といたし

ます。当局の説明をお願いします。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

議案第１０６号平成２８年度薩摩川内市一般会計

補正予算のうち、観光・シティセールス課分の歳

出予算について御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書の２７ページをお開きくだ

さい。 

 ７款商工費１項商工費３目観光費における補正

予算額はゼロ円でありますが、これにつきまして

は、当初予算に計上しておりました事業で、国の

離島活性化交付金や地域活性化基金等を充当して

いたものを、鹿児島県の特定離島ふるさとおこし

推進事業、地域振興推進事業の採択を得ましたの

で、財源の調整を行うものでございます。 

 個別の事業を説明いたしますので、補正予算の

概要の６ページをお開きください。 

 ６ページの（１）－８、事業名、観光情報発信

事業、（１）－９、事業名、エージェントメディア

招聘事業、続きまして７ページの（１）－１０、

事業名、高速船プロモーション事業は、当初国の

離島活性化交付金を充当していたものを県の特定

離島ふるさとおこし推進事業の採択ができました

のでこれを充当し、財源の調整を行うものでござ

います。 

 次に、（１）－１１をごらんください。事業名、

甑島観光ライン旅行誘客実証事業でございますが、

これにつきまして、当初、地域活性化基金の繰り

入れをしていたものを県の特定離島ふるさとおこ

し推進事業を充当し、財源の調整を行うものであ

ります。 

 次に、（１）－１２をごらんください。事業名、

甑島地域ビジネス創造事業でございます。当初、

一般財源を充当していたものを特定離島ふるさと

おこし推進事業を充当し、財源の調整を行うもの

であります。 

 次に、１４ページをお開きください。 

 １４ページの下段の（２）、１２をごらんくださ

い。事業名、観光地域音声ガイドシステム導入事

業でございます。当初、一般財源を充当していた

ものを鹿児島県の地域振興推進事業の採択を得ま

したので、財源の調整を行うものであります。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入につきまして御説明いたしま

すので、予算に関する説明書の１３ページをお開

きください。 

 １６款県支出金２項県補助金５目商工費補助金、

２節観光費補助金の補正額は、２ ,５４８万

２,０００円であります。これにつきましては、歳

出で御説明いたしました事業、観光地域音声ガイ

ドシステム導入事業で、鹿児島県の地域振興推進

事業の採択を得たことから、その財源の県支出金

４２５万円について今回、補正を行うものであり

ます。 

 また、歳出で御説明しました４事業、観光情報

発信事業、エージェントメディア招聘事業、高速

船プロモーション事業、甑島地域ビジネス創造事

業は、鹿児島県の特定離島ふるさとおこし推進事

業の採択を得たことから、その財源の県支出金

２,１２３万２,０００円について今回、補正を行

うものであります。 

 続きまして、１６ページをお開きください。 

 １９款繰入金１項基金繰入金６２目地域活性化

基金繰入金、１節地域活性化基金繰入金の補正額

は、７００万円の減額であります。これにつきま

しては、甑島観光ライン旅行誘客実証事業で、鹿

児島県の特定離島ふるさとおこし推進事業の採択
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を得たことから、その財源について今回、補正を

するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたが、御質疑ございま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 次に、委員外議員はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで議案第１０６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。当局のほうで何かありますか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

それでは、所管事務調査について御説明申し上げ

ます。 

 商工観光部の企画経済委員会資料、４ページを

お開きください。 

 平成２８年度観光・シティセールスに関する取

り組み状況について説明いたします。 

 １、観光誘客は、（１）入来麓観光案内所であり

ます。 

 目的ですが、入来麓伝統的建造物群保存地区を

訪れる観光客への観光サービスの向上を図り、交

流人口の増加と情報発信を強化していくために、

観光案内所をオープンするものであります。 

 事業概要にありますように、場所は入来支所前

の旧入来森林事務所を活用し、平成２８年６月

２９日の１０時にオープニングセレモニーを開催

したものでございます。 

 次に、（２）観光地域音声ガイドシステムであり

ます。入来麓武家屋敷群において、スマートフォ

ンを活用した音声ガイドシステムを導入し、国内

外から訪れる観光客への案内サービスを向上させ

るものであります。１０月１日から入来麓観光案

内所で貸し出しを開始する予定で進めております。 

 次に、（３）公認観光ガイド養成事業であります。 

観光目的に訪れる多様な観光客等に対し、本市の

魅力を発信することができる人材を昨年に引き続

き発掘し、公認観光ガイドとして養成するもので

ございます。 

 ５ページをごらんください。 

 （４）ゆるっとバス運行事業であります。 

 定期観光バスとして運行していた本事業を、よ

り旅行性の高いバスツアーにリニューアルし、市

内観光に対する誘客促進を図るものでございます。

毎月２回実施し、定員は１５名となっております。 

 次に、（５）イベントコンベンション誘致事業で

ございます。市内の施設において、各種大会、会

議、セミナー、シンポジウム、文化イベント、ス

ポーツイベント等を実施する団体に対し、予算の

範囲内においてイベントコンベンション誘致報奨

金を支払うものでございます。文化・芸術が

５１人から、スポーツが１０１人からとしており

ます。上限は３０万円としております。 

 次に、（６）熊本地震についてであります。影響

調査を３回実施いたしまして、市内の宿泊施設の

５６％が影響があったと回答いただいております。

また、５月１７日にホテル２０施設から調査した

結果、５,３５５人泊のキャンセルがあったと回答

がありました。また、これにつきましては、対応

をするように記載をしておりますけれども、７月

４日九州新幹線が通常本数に運行を再開しますの

で、１０時から関係機関と連携し、お見送り、お

出迎え等を行う予定でございます。 

 次に、３の観光物産施設でございます。 

 （１）祁答院百年杉の館野外ステージ安全点検

であります。財産仕分け・利活用方針で、閉鎖と

方針決定し、地元説明を行いましたけれども、こ

れにつきましては、ステージ解体見直しの意見も

あったことから、使用可能か安全点検を行うもの

でございます。 

 次に、（２）甑島地域ビジネス創造事業でござい

ます。甑島における観光を柱とした地域振興を図

るため、中甑地域活性化施設を核として、持続可

能な地域ビジネスの創造と担い手の育成を行うと

いうことで、ワークショップやイベント等を実施

するものでございます。 

 次に、７ページをごらんください。 

 ４、シティセールスプロモーション、情報整理

発信業務でございます。事業概要は、ＦＭさつま

せんだいに集まるイベントやグルメ、店舗などの

地域情報をリスナー投稿や取材、行政発表情報等

の情報を集約し、ウエブ等を活用して情報発信に
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活用するものでございます。 

 次に、（２）はＣＳサポーター交流会でございま

す。こちらのほうは、７月下旬に実施を予定する

よう進めているところでございます。 

 次に、（３）ふるさと応援店制度でございます。 

 現在、市外、県外の店舗で、薩摩川内市のかか

わりのある店舗を応援店として認定しております。

現在４店舗を認定しているところでございます。 

 ８ページをごらんください。 

 （４）はメディアプロデューサー育成事業でご

ざいます。情報を伝える手法として映像を活用し

た手法等の講座を行い、昨年度に引き続き、新た

な受講生を募集するものでございます。 

 次に、（５）は観光親善大使事業でございます。 

第６代の親善大使２名を募集し、選考いたします。

選考会を７月２４日に開催予定でございます。 

 次に、（６）はエージェントメディア招聘事業で

ございます。７月１２日から１４日まで、県内外

のエージェント等関係者を本市に招聘し、本市へ

の旅行商品造成、メディアでの露出拡大によるＰ

Ｒと認知度アップを目的として実施するものでご

ざいます。 

 次に、（７）甑島観光ライン実証事業でございま

すが、昨年度、高速船甑島のチャーター便（川内

港ターミナル・里港間）及び周遊観光バス（上甑

島のみ）の運行を行っておりましたが、本年度は

観光バスを下甑にも拡充し、事業を実施するもの

でございます。 

 ９ページをごらんください。 

 シティセールスマネジメントの第３期ぽっちゃ

んプロジェクト事業ですが、平成２５年度からの

２期隊員が卒業し、本年４月から第３期隊員６名

が就任しているところでございます。 

 次に、（２）につきましては、現在、テレビで好

評の柴田美咲さんが２年目に入ったということを

記載しているものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたが、これらを含めて、

所管事務全般について御質疑願いたいと思います。

御質疑ございませんか。 

○委員（杉薗道朗）この観光地域音声ガイドシ

ステムを導入されるということで、サービスアッ

プするのかなというふうに思うんですが、今まで

外国人の方と、どのくらいの方がみえているのか

なと思うんですよね。何か統計とかとってらっし

ゃいます。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

おおよそ、平成２７年度が１万１８４名の外国人

の宿泊者がいらっしゃいます。 

○委員（杉薗道朗）１０台、１０個か、スマー

トフォンを利用っていうことでしょうから、状況

によって足りなくなるような状況がある場合もあ

り得るし、当然、観光客の推移を見ながら、将来

的にはまた台数等もふやされるっていう、そうい

う検討はされているんでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

今回は実証という形で進めておきますが、好評で

あれば、そういった部分も検討をしていきたいと

いうふうにも思います。 

○委員（成川幸太郎）公認観光ガイド養成事業

とメディアプロデューサー、また本年も継続して

やられるということですけども、昨年がどれぐら

い応募があって、完全に修了された方、この資格

を取られた方が何名ぐらいいらっしゃるか教えて

いただきたい。 

○主幹兼観光おもてなしグループ長（山元  

勉）昨年は５３名の方が応募されまして、５１名

の方が市の公認観光ガイドになっていらっしゃい

ます。 

○シティセールスグループ長（中村年男）メ

ディアプロデューサーのほうなんですが、１５名

の受講者で、最終まで講習をして、発表会にたど

り着いたのが１１名でございました。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）こういう方々が予定どお

りの活躍をしていただいて、特にゆるっとバスの

運行事業には、こういう資格を得たガイドさんが

つくってということですよね。これがもっと、月

２回じゃなくて、毎月土日がこういう観光ガイド

ができるような、薩摩川内市の観光をできるとい

うふうなことができるようにしてもらえばという

のも思います。 

 ぜひ多くの方々に受講いただいて、対応できな

いっていうことがないようにしていただければと

思います。 

○委員（小田原勇次郎）まず２点。１点目は

８ページの観光親善大使事業について。ＦＭ等を

聞いてますと、非常に何回も何回も観光親善大使

の募集がかかるもんですから、「応募者はすんなか
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ったろかいな」という、相当聞くもんですから、

こういう観光親善大使っていうのは、もう最近の

傾向としてなかなか、なり手がいないんだろうか

どうだろうかと。それとも、いろんなところから

推薦されて、地域のために頑張っていただくわけ

ですから、光栄に思って、「私もやりたい、私もや

りたい」というそういう状況にあるのか、そこあ

たりをちょっとお聞かせ願いたいのが１点と。 

 ２点目は、ことしから企画政策課予算になって、

いわゆる９ページの地域おこし協力隊です、増員

体制を図ったんですが、今、継続募集地域という

ことで、まだ決まってない地域があられるんです

が。ここらあたりは、こちらに来て地域おこし隊

として協力していただけるというような方々の手

ごたえ、今、見つけてらっしゃるんでしょうけど

も、そこの状況等もちょっとお聞かせ願いたいん

ですが。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

まず、親善大使につきましてですけれども、応募

状況が今現在、５名となっております。それで、

各機関等を広く募集した上で、各機関等にもＰＲ

を図って、そして応募してくださいというような

ＰＲも行いましたけれども、結果的には５名とい

う人数になっているところでございます。 

 それから、協力隊の件につきましてですけれど

も、今、企画政策課のほうで募集事務を行ってお

ります。また新たにｗｅｂサイト等を通じて、

ホームページ等を通じて、募集をかけようという

ふうに、しておりますけれども、こちらのほうで

も感触がある方にも来ていただいて案内をしたり

ということも、やってはいるんですけれども、ま

だまだ採用にまでは至っていないところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）観光親善大使っていう

のは、たしか男性も女性もどちらでも可だったと

思って、昔はミス何とかとか、地域名を冠をかぶ

して、えらい華やかさがあったんでしょうけれど

も。ちょっと最近そんな魅力を皆さん感じないの

かなという思いをちょっと今、持ちつつ、応募が

少ないのかなというふうな考え方をちょっと持っ

てたところでした。 

 また、あと、地域おこし協力隊については、な

かなか非常に、やっぱり大変な状況でしょうけど

も、ぜひともよろしくお願いをいたします。 

 先ほどの、これは当初予算の議論だった部分で

すけど、地域音声ガイドのところのお話を議論を

聞いてて、ひょって思ったんですが。今、スマー

トフォンを貸し出すというような部分の中で、利

用が多ければ、また今後検討というような中で、

最近は各自のスマホ、スマホの中で、いろんな地

域の情報をダウンロードっていうか、取得できる、

たしかビーコンっていう、御存じないかな。例え

ば、いろんな家だとか、いろんなところで地域お

こしのイベントがあったときに、これはまだ大々

的に言っちゃいけないのかもしれませんけど、大

分あたりの方々のところがそういうシステムをつ

くって、スマホでそのエリアに入れば、そこの、

例えば観光名所旧跡の案内とか、そういうのを誰

でもしてるというような部分があるんですが、そ

こらあたりの情報は何か入手されておられません

か。そこの利活用できる云々の部分の中で。 

○観光・スポーツ対策監（古川英利）今スマ

ホを使った各種サービスアプリについては、どん

どん日進月歩の部分がありまして、試行錯誤の部

分があります。今回についても、富士通系のシス

テムを使うんですけども、外国の方がＷｉ─Ｆｉ

環境の中で使うとしても、なかなか使いづらいっ

ていうようなところがありまして、今回は貸し出

し方式でやってみようかっていうことになってお

ります。 

 今後システム自体がちょっと安定化して、簡単

に外国の方でも、日本人でもですけどダウンロー

ドできて、誰でも使えるような、ラインみたいな

形になってくると、そういう活用をどんどんやっ

ていけばいいのかなというふうに思います。今ち

ょっと過渡期であるという状況であります。 

○委員（杉薗道朗）祁答院の百年杉のステージ

の関係ですけど。閉鎖という方針決定があって、

地元の要望に応えて、再度調査をするというふう

に状況になってますよね。閉鎖ということでしょ

うから、今、極端には立ち入り禁止、使用禁止の

状況に今なってるのか。建屋はそのままあるわけ

ですから、そこあたりが実際現状はどうなのかな

っていう部分があります。例えば、危険につき立

ち入り禁止とか云々とかいう、そういう措置をし

てあるのか。それが１点。 

 それから、閉鎖という方針を出しながら、再度

点検をして検査をして、使用可能であればという

よりも、そういうシロアリ対策ないし一部補修を
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して、またそういうふうにされるという考え方な

んでしょうけれども。確かにこのデザイン、いか

にも森の中にあるマッチしたデザインである建物

であるもんですから。今の、閉鎖ですから、多分

使われてないとは思うんですけれども、年間にど

のくらいの使用頻度があったのか、ちょっとお聞

きしたいと思います。観光スポットにもなってま

すので、大事にしたいなという思いがあって質問

をいたしました。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

祁答院百年杉の館屋外ステージですけれども、立

ち入り禁止というような措置はとっておりません

で、一応閉鎖しているところではございますけれ

ども、まだそういうところはやっております。 

 今後は点検をしながら、そういったところの安

全性と危険性がないかを考慮しながら、そこをど

ういう形にやっていくかを決めていきたいという

ふうに思っております。 

○委員（杉薗道朗）特段、閉鎖してないという

ことですから、通常でたまに行ったりしてみると、

子どもたちがこの舞台の上で遊んどったりとか、

そういう場も見受けられます。 

 早期の危険な状況ということではないというふ

うにも受けとめますけど、十分調査はされた上で、

生かせるものなら生かしていっていただきたいと

いうふうに思いますし、また、いろいろ維持補修

関係で、かなりの費用等々がかかる部分があれば、

しっかりまた検討していただきたいなというふう

に思っておりますが、いかがでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

今、委員おっしゃられるように、そういうふうな

措置をとっていきたいというふうに思います。 

 数字の頻度につきまして、主幹に答弁させます。 

○主幹兼観光おもてなしグループ長（山元

勉）利用頻度は、平成２７年度は２件ございま 

した。利用の内容といたしましては花火大会、そ

れから梅マラソン大会でございます。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）祁答院のこの百年杉の館に

ついて、今、応援があったのでとてもうれしく思

います。この閉鎖の情報を聞いて、私も登るたび

に、周りをぐるりと歩いて回ってみてるんですけ

ど、相当傷んでるなと思われるとこもあります。 

 ただ、この問題になってるのは、銅板で囲われ

たあの中のことなんですよね。シロアリがどうの

こうのって。もう外から見ることももちろんでき

ませんし、専門的な見識を有した方々の判断でこ

ういうことを言われたんでしょうけど、ただ年に

２回ぐらいしか使われないとはいうものの、ある

意味、あの藺牟田池のシンボル的な存在であり、

旧祁答院の人たちにとってもシンボル的な建物な

んですよね。だから、可能ならば、これを何とか

残す方法、もしこれが相当危険が及ぶと、これら

を除去しなければ大変なことになるということに

なった場合には、次なるものを何かしてもらいた

いなという思いはもちろんあります。だから、で

きればこれを残すというそういう努力ですね。 

 あそこも観光地として何とか生かそうという当

局のお考えだと思いますが、桜も植栽を何十本か

してもらってあって、てんぐ巣病であえいでるあ

の藺牟田池の観光が少しこれで息をついてるんじ

ゃないかなという気もしてるんです。そういうと

きに、あえて、もうこれは老朽化しましたから、

はい壊しましたとかなると、ふっと来る面があり

ますので、そこはちょっと気合いを入れて、しっ

かりと見ていただきたいと希望したいと思います。

お考えがあったらお答えください。 

○観光・スポーツ対策監（古川英利）今おっ

しゃったように、利用頻度は今２回って統計上は

出てますけども、遠足とか、それからファミリー

で行かれた方が、あそこで広げて昼食をされてる

風景はよく見ます。指定管理者も日々あそこを確

認しております。地震の後とか、特にちょっと傾

きが出てないかとかいうことで、だまかしだまか

しというわけじゃないんですけども、できるだけ

使うようにしてはしておりますが、できればお金

をかけずに今の状況で、最少の経費で何とか使え

ないかっていうのは、もうちょっと時間をかけて

検討させていただきたいと思います。 

 これがもうだめになったときの話は、また改め

て地元説明も含めて対応したいと思っております

ので、できるだけ今の形が続くようにとは考えて

いるところです。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）財産仕分けの担当部署の

意見の閉鎖っていうのと、今、対策監が言われた

意見にそごがありますんで、財産仕分けの担当部

署の部長がおいでですんで、答弁を求めます。 

○総務部長（田代健一）公の施設の機能をその

まま存続させるとなった場合、当然安全でないと
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いけないということで、本施設につきましては、

野外ステージの機能について利用者が少ないとい

うことで、廃止で財産仕分けのほうが方針がなさ

れているところでございます。 

 今、主管課のほうで安全確認のほういたしてお

りますので、その結果を見まして、どれぐらいの

機能が維持できるのか。維持できないとなった場

合、どの程度まで残るのかを見まして、判断した

いというふうに思っております。 

○委員（瀬尾和敬）あそこでラムサール条約の

登録の１０周年記念式典だったですかね、そうい

うのもステージで使われて、なかなかいい雰囲気

だったですよ。絵になるような雰囲気だったです

よ。だから、そういうふうにして、あと私は、も

うちょっとあそこでいろんなイベントができない

ものかなと思うんです。夜なら夜でかがり火をつ

けてすれば、それは幽玄な雰囲気が醸し出せます

し、そういうところの仕掛けもシティセールスの

ほうで何か考えていただけると、こんないっぱい、

いろんなことされる頭脳集団ですから、お宅たち

は。そういう仕掛けも何かできないものかなと考

えてるところです。安全に使えるということがも

し判明したら、そっちのほうにも知恵を絞ってい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

まずは安全性ということで調査をさせていただき

ますが、そういったところがクリアできたとした

場合には、地元ともまた話をしながら、いろんな

イベントができないのか、活用ができないのかと

いうものをまた考えていきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（川添公貴）瀬尾さん、よろしいです

か。 

 答弁にそごがあるんで、しっかりと当局内で話

し合いをして、委員の意見をそんたくして進めて

いかれるように、私のほうからも申し出ておきた

いと思います。 

 次、御意見ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員。 

○議員（帯田裕達）１点だけ。総体的なことな

んですが、いろいろこうやってたくさんの事業を

なさって、忙しいとかいろいろあると思いますが。

例えば今度も、甑にだけにしか使えない特定のも

のもあるだろうし、それから薩摩川内市全体の観

光、それから１市４町に限ったものとかいろいろ

あるんですが。どう見ても観光元年を岩切市長が

言われてからもう結構なるし、それから岩切市長

は、市比野とかそういう観光で会われたときに、

今度はもう甑が終われば、内地のほうに力を入れ

るというようなことも聞いてるんですね。この事

業と総体対的な予算から見ても、何対何ぐらいで

予算の配分が行われているのか。 

 要するに、そこは、例えば観光全体に３０億あ

ったとしたら、それが何対何ぐらいの比率で使わ

れているのか。そこら辺は、今度甑には、特定の、

そこしか使えないのもあるんですけど、何とか内

地というか、こっちの旧１市４町の人たちの声を

聞くと、甑島に予算を使い過ぎじゃないのかとか、

もうちょっとこっちにも予算を使ってくれたらい

いのになというような要望もあるんですが、その

辺の対策監の見地はどうでしょうか。 

○観光・スポーツ対策監（古川英利）済いま

せん。特定財源があるので、甑にどうしても予算

がつけやすいっていう傾向は確かにあるんですけ

ども、まず観光については、甑のところを目玉に

してやろうという方針で今までやってきました。 

 先ほどおっしゃったように、市長も申してらっ

しゃるとおり、平成３２年の国体に向けまして、

本土側での観光についても、いろいろソフト的な

こと、それから施設の整備的なことも含めまして

今、取り組もうということで、来年度に向けての

検討がもう始めておりますので、地元が盛り上が

ってるところは、どんどんそういう応援ができる

体制にしたいというふうに考えてるところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）特定離島を除く部分の観

光財源について、割合はどうなってるかという質

問だったようですが、お答えいただけませんか。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

現 時 点 で の 総 体 予 算 は ４ 億 ２ , ８ ４ ０ 万

９,０００円でございますけれども、このうち特定

離島の分が３,０３３万２,０００円というふうに

なっております。 

○委員長（川添公貴）特定離島の分を除いて、

その３億幾ら残るわけですけど、その割合がどう

なってるかという質問だったようですけど。 

○観光・スポーツ対策監（古川英利）今の御
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質問については、単年度でなくて、大きく見て複

数年度で、甑にどれぐらい事業、観光関係の予算

を入れて、本土側にどんだけいけて、あと全体的

にはこういう市全域でどんだけあってるっていう

数字を今持ち合わせてませんので、改めてまた検

討して、今後この本土側での展開のときの説明資

料の一つにもしたいというふうに考えております。

それでよろしいでしょうか。 

○議員（帯田裕達）はい。じゃあよろしくお願

いします。期待してますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、観光・シティセールス課を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△市民スポーツ課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、市民スポーツ課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１００号 薩摩川内市樋脇グラウ

ンド・ゴルフ場条例の制定について 

○委員長（川添公貴）それでは、議案第

１００号を議題といたします。当局の説明をお願

いします。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）それでは、議

案第１００号薩摩川内市樋脇グラウンド・ゴルフ

場条例の制定についてでございます。 

 本件整備につきましては、平成２９年４月の供

用開始に向けまして、樋脇高校跡地に８コース、

６４ホールを整備中でございます。 

 それでは、議案つづりその２の１００－１ペー

ジ、商工観光部議会資料の３ページをお開きくだ

さい。 

 条例の主な条項について御説明申し上げます。 

 議案つづりその２の１００－２ページをお開き

ください。 

 まず、第１条におきまして、スポーツ振興及び

スポーツ交流を通じ、地域の振興に資するため、

薩摩川内市樋脇グラウンド・ゴルフ場を設置する

と設置目的を規定してございます。 

 次に、第２条におきまして、失礼しました。名

称及び位置を規定しておりまして、名称を薩摩川

内市樋脇グラウンド・ゴルフ場と定めてございま

す。 

 次に、第３条から第８条におきまして、指定管

理者による管理等について、他の施設と同様規定

してございます。なお、３条におきまして、管理

は指定管理者に行わせるものとすると規定してご

ざいまして、指定管理施設に位置づけてございま

す。 

 また、第４条におきまして、指定管理者が行う

業務として、第４条第２号の利用の許可、同条第

３号の利用に係る料金の周知と規定してございま

して、利用料金併用制の施設としてございます。 

 以下の条項につきましては、この利用料金併用

制の施設として文言を整理してございます。 

 次に、第１０条から第１１条に、休業日、利用

時間等を規定しております。原則、通年営業とし、

休業日は１２月２８日からの翌年の１月３日まで

とし、利用時間は午前８時３０分から午後５時ま

でとしてございます。 

 以下、第１２条から第１４条に、利用許可と利

用の制限、目的外利用、権利譲渡等の禁止を規定

してございます。 

 次に、議案つづりその２の１００－４ページを

お開きください。 

 第１５条の利用料金でございます。ここで議案

つづりその２の１００－６ページをお開きいただ

き、別表第１５条関係をごらんいただきたいと思

います。 

 グラウンド・ゴルフコースと付属設備等の利用

料金を規定してございます。利用料金設定の基本

的な考え方といたしまして、当該施設の利用料金

は現行施設を利用した場合の受益者負担、民間及

び市の他施設との競合が想定されるため、市内及

び近隣の類似施設とのバランスを考慮した設定を

行ってございます。 

 結果、一般利用、いわゆる個人利用料金は、

１ラウンド当たり３００円、２ラウンド当たり

５００円、３ラウンド当たり８００円に設定して

ございます。なお、高校生以下の利用料金は、市

の社会委託施設にならい、大人の利用料金額の

４０％、１ラウンド当たり１２０円に設定してご

ざいます。 

 グラウンド・ゴルフは１コースに８ホールが設

置されておりまして、１ラウンドとは、８ホール

掛ける４コースの３２ホール利用のことでござい

ます。２ラウンドとは、その倍の利用となります

ので、８ホール掛ける４ホール掛ける２ラウンド
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の６４ホール利用のことでございます。 

 次に、コースを独占して利用する専用利用の料

金につきましては、市内居住者と市外居住者の区

分 を 設 け 、市 外 居住 者の 半 日 専 用利 用 を

４,５００円、１日専用利用を７,２００円に設定

してございます。これにつきましては、市民利用

の促進を図るために区分けしたものでございます。

なお、市内居住者の専用利用料金は、市外利用者

の利用料金の５０％としております。半日専用利

用料金を２ ,２５０円、１日専用利用料金を

３,６００円に設定してございます。 

 次に、ミーティングルーム、冷暖房等の備品に

つきましては、類似施設にならい、設定してござ

います。 

 次に、第１６条から第２５条におきまして、利

用料金の減免、利用許可の取り消し等、入場の制

限、個人情報の取り扱い等について規定してござ

います。 

 なお、条例の施行期日は、平成２９年４月１日

としてございます。 

 このほか、参考といたしまして、管理及び運営

に関して必要な事項を定めた規則（案）を

１０８から１０９ページにお示ししてございます

ので、御参照いただきたいと思います。 

 今後の主なスケジュールにつきましては、９月

議会に指定管理議案の上程を行い、平成２９年

４月の供用開始を目指しております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したけど、御質疑願いたいと思います。 

○委員（江口是彦）２点ほどちょっと質問した

いんですけど、１点目はちょっと具体的、第

１１条ですか、利用時間の時間指定が８時半から

５時までとなってますけど、これは夏場なんかは

相当早くからの利用、結構、高齢者が多くて、ど

こも８時半前には、大会のときは来ていらっしゃ

るようですが、準備も含めて。もう試合が、夏場

なんか８時からと、大体午前中に２ラウンド回る

ような時間設定でされたりしてるんですけど、

７時半からとかしなくて大丈夫ですか。７時半か

ら６時までとか。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）利用時間にお

きましては、御指摘のとおり、今のとおり条例に

定めてございますが、これにつきましては、運用

におきまして指定管理者側等の協議が整えば、時

間を早くあるいは延長するということは可能とな

ってございます。 

 ただ、あくまでもその通年でやるに当たっては、

ずっとその時間っていうのはちょっと厳しいもん

もございますので、季節あるいは月によって、そ

ういうことは十分考えられますので、十分協議し

ながら詰めたいというふうに思ってございます。 

○委員（江口是彦）柔軟に季節によって対応可

能だということでいいんですね。規則的にもそう

いうふうにしていかれると。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）実は今、今回

規則のほうも案としてお示ししてございますが、

具体にそこまでは書いてございません。そういう

ことで、あくまでも指定管理者と協議の上で、運

用のしやすい方法、当然、利用者を優先に考えて、

そういう部分は十分やっていきたいと思ってます。 

 御承知のとおり、高齢者が利用する頻度の高い

施設となってございますので、そこらあたりは十

分配慮しつつ考えたいというふうに思ってござい

ます。 

○委員（江口是彦）もう一つ、これはもうグラ

ウンド・ゴルフ専用コートっていうか、グラウン

ド・ゴルフのみに利用する施設になるようですの

で、他の県内にどれほどの施設があるか私、把握

してませんけど、担当では大体把握されると思い

ますので、その辺との比較とか、特に利用状況の

ことが気になるんです。 

 例えば、県大会等の誘致とか、九州大会の開催、

鹿児島でどれぐらいそういうのがなされてるかと

か、そういうのは十分把握されてはいるんでしょ

うが、例えば宮里ですか、あそこ広大な３グラウ

ンドとれるようなとこでも、広いコートがありま

すが、あれでどんな大会をどれぐらい年間してる

のか、私は地区コミの大会にしか参加したことが

ありませんから、そういう状況しか知りませんけ

ど。その辺のはもう十分、誘致活動もされるのか

もしれませんけど、大体そういう状況は把握され

てるんですか。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）今の市内類似

施設、当然今は市内の専用のグラウンド・ゴルフ

というのはございませんので、今ございました公

園だとか、グラウンドとかで利用されてございま

す。専用コートとなりますので－基本、グラウ

ンド・ゴルフ場として管理してまいりますので
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－一般的な通常のグラウンドの多目的な利用ち

ゅうのはかなり難しいというふうに思ってます。

ただし、一定の面がございますので、そこらあた

りをどう活用するかというのは、十分考えていか

ないといけないというふうに思っております。 

 それと、当然それには、できることならその面

を使ったイベント的なものであって、物販であっ

たりという部分が、その使用料に反映させるよう

な取り組みというのは必要だというふうに思って

おりますので、可能な部分についてはそういうふ

うに取り組んでいく必要があるというふうに思っ

ております。 

 市内の利用につきましては、先ほどありました

とおり、主には御陵下グラウンド、総合運動公園

の多目的グラウンド、宮里公園、河川公園ですね、

河川のほう、これが一番大きな大会が開催されて

る場所でございます。 

 大体、一つの中規模で６００人から大体

８００人ぐらいの参加をされてる大会が、その今

の３カ所で行われております。年間的には、それ

ぞれその主体となられる団体がございますので、

約それぞれの団体、グラウンド・ゴルフ協会はそ

ういう大きな大会が年のうちに五、六回。ほかの

団体については、定例的に２カ月に１回ぐらい開

催されてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）県内に同規模の施設はど

れぐらいあるのかっていう質問が最初あったと思

うんですが。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）認定コースっ

ていうことで、我々が把握してる分については

１３ございます。樋脇を今回入れて１４というこ

とになりますが、１３ございます。規模的には、

ほとんどが１コースから２コースの、この１３の

うちほとんどです。ただ、これで特出してるのが、

鹿屋のグラウンド・ゴルフコースで、最大

１２コースですけれども、１２コースという、こ

れ一番大きなコースとなってます。 

 樋脇が今回最大８コースということになります

ので、この最大という言い方は、実はグラウン

ド・ゴルフの場合、ダブルコースという言い方が

ございまして、一つのコースをつくりまして、そ

こにホールが二つあるということになるもんです

から、樋脇の場合はそのダブルコースが２コース

あるということでそういうことになってございま

す。 

○委員（江口是彦）私、グラウンド・ゴルフの

専門ではありませんから、よくあれですが、市内

の大会ぐらいだったら今の宮里のとか御陵下の、

そういう五、六百名参加の川内校区のコミュニテ

ィの大会、小さい大会ですけど、これをすると、

１２０名ぐらいの。そしたらもう３分の１の利用

で足りるわけですね。 

 そういう市内の大会は別として、大きな鹿屋の

も含めて、南日本新聞がやる大会とか、これは県

の大会ですね。それから、九州大会とか全国大会、

今こういうとこで誘致をされてるとかしてるわけ

ですが、そういうとこ、今度はそこと年に２回あ

るのを１回は川内にもしてもらおうかとかいうこ

とも出てくるわけですが、その辺の検討とか可能

性は調査されているかお聞きしたかった。極端に

言うと、全国大会の開催も視野に入れて、これを

整備しようとしてるかどうか。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）大会規模的に

は 、 九 州 大 会 規 模 が 約 １ , ２ ０ ０ 名 か ら

１,３００名規模。全国大会が１,７００名規模と

いうことで、九州大会クラスであれば、１日間で

これをこなすということのほとんどがその大会で

す。 

 これを全国大会になりますと、それを二日間で

開催するということになりまして、それを考えま

して、１日に約１,３００名の九州大会規模の開催

を 、 こ の ８ホ ー ルで ３回 転 し ま すと 、 約

１,０００人規模になります。これを４回転します

と、約１,２００から１,３００ぐらいいきますの

で。ということは、１日にそれだけを回せるのは、

二日間で１,７００人は十分回せることになります

ので、その規模を想定した８コースっていうこと

で考えてございます。ということで、その全国大

会規模には十分対応できる施設だというふうに思

っております。 

 それと、そういう大会誘致については、当然誘

致を働きかけるということで当初から考えてござ

いますので、具体に今から進めないといけないと

いうふうに思ってございます。当然グラウンド・

ゴルフ協会を中心に、そちらの働きかけは、まだ

今その市内県レベルの話になってございますので、

働きをしていきたいと思っております。 

 ただ、この全国大会、九州大会クラスになりま

すと、やはり数年かかってしまいますので、とに
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かく時期をにらんで、早い手を打っていく必要が

あるっていうふうに考えております。 

○観光スポーツ対策監（古川英利）関連で、

その誘致の体制につきましては、行政だけがそう

いう声かけするのではなくて、やはり樋脇高校の

跡地ということで、地元の方々、ホテル旅館組合

の方々が宿泊プランをやっぱりつくっていただか

ないといけないということもありまして、今後、

一緒に展開していきましょうというような事前の

打ち合わせを今進めているところでございます。 

○委員（江口是彦）大は小を兼ねるで、全国大

会ができるようなグラウンド・ゴルフ場の整備っ

ていうのは非常に価値があるように見えますが、

今度は逆に小回りとか、日常やってる、宮里公園

やいろんなとこでされてるそういう大会が、そこ

で気軽に利活用、利用できるような、利用しやす

いような仕組みが、例えば使用料の問題とか、管

理の問題とかあるんでしょうが、その辺うまく小

さいものも気軽にやれるような施設でないと、う

まく全国大会のごたるのを年に１回誘致できれば

いいでしょうから、その辺がうまくかみ合った運

営が可能なのかどうかが気になってる。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）その小さい大

会というのに限らず、当然、個人利用もそうなん

ですが、利用いただかないといけないというふう

に思っております。利用者増イコール収益収入に

かかわってまいりますので、自治会単位だとか、

あるいはそういう団体にも利用をぜひお願いして

いきたいというふうに思っています。 

 他市の事例を見ると、結構、大会をすれば－

本市の今の現状もそうなんですけれども、大会を

すれば、かなりの数が集まられてるというのは、

事実、今そういうふうにして、皆さん運営されて

るちゅうんがありますので、ただそれ以下のレベ

ルについても、ぜひ利用していただきたいという

ふうに取り組んで、先ほどありましたように、行

政だけじゃなくてちゅうことですので、働きかけ

をしていきたいちゅうふうに思っております。 

○委員長（川添公貴）今、江口さんの質問の中

で、第１１条、第１２条、第１３条の件について

質問がありましたが、その件について、全て運用

で、指定管理者との運用の中で処理をするってい

う答弁をされました。そのことについて間違いが

ないかどうか、再度確認だけはしておきたいと思

います。 

○観光・スポーツ対策監（古川英利）今ここ

に書いてあるように、利用時間等については、前

項の規定にかかわらず、利用時間は変更すること

ができるという条文を書かしていただいておりま

すけども、そのような対応をしてまいりたいとい

うふうに考えております。１２条、１３条につき

ましても、この文章の範囲で対応していきたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（川添公貴）先ほどは運用でっていう

答弁でされたようですが、グラウンド・ゴルフ場

として使うっていうことでこの条例ができてるの

に、グラウンド・ゴルフ以外でも活用を考えてみ

たいっていう答弁をさっきされたようです。とい

うことは、目的外使用なんで、どうなんですか。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）運用という部

分につきましては、まず先ほどの、ここで言って

る開館時間については、季節だとかそういう月に

よって、運用で可能だというふうに回答いたしま

した。 

 それで、ほかの面の利用については、場合によ

っては御指摘のとおり、目的外利用というのがあ

りますが、施設の通常の利用の範囲の中であれば、

目的外使用ではないというふうに思っております

ので、通常の運用で大丈夫だというふうに思って

おります。 

○委員長（川添公貴）ほか、質問はございませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はありません。 

 それでは採決いたします。本案を原案のとおり

可決すべきものと決定することに御異議ございま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度一般会計

補正予算 

○委員長（川添公貴）次に、審査を一時中止し

てありました議案第１０６号を議題といたします。
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当局の説明を求めます。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）それでは、第

２回補正につきまして御説明を申し上げます。 

 まず、歳出につきまして御説明いたしますので、

予算に関する説明書の３５ページをお開きくださ

い。 

 まず、１０款６項１目保健体育総務費、事項、

スポーツ振興事業費の補正額は、８万３,０００円

の増額でございます。木佐貫洋川内後援会山元浩

義会長様から、同後援会の解散に伴い、スポーツ

振興に資することを目的としてスポーツ振興基金

に積み立ててほしいということで、寄附の申し出

がなされたものでございます。寄附者の御意向に

沿いまして、スポーツ振興基金に積み立てを行う

ものでございます。 

 次に、１０款６項２目体育施設費、事項、ス

ポーツ施設設備整備費でございます。国民体育大

会ウエイトリフティング競技会場となる入来体育

館の床補強工事設計委託に伴う鹿児島県国民体育

大会市町村有施設整備費補助金の内示が県から示

されたことから、これにつきまして４０万円の財

源調整を行うものでございます。 

 なお、説明いたしましたいずれの歳出補正予算

は、歳入予算もあわせて計上するものでございま

す。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 予算に関する説明書の１３ページをお開きくだ

さい。 

 １６款２項８目教育費補助金、国民体育大会市

町村有施設整備費補助金の補正額は４０万円でご

ざいます。これにつきましては、先ほど説明申し

上げましたとおり、ウエイトリフティング競技会

場となる入来体育館の床補強工事設計委託につき

まして、県から補助がなされるものであり、この

内示が示されたものでございます。 

 次に、予算に関する説明書の１５ページをお開

きください。 

 １８款１項８目教育費寄附金の当課分の保健体

育費寄附金８万３,０００円でございます。これに

つきましては、先ほどの木佐貫洋選手川内後援会

から同後援会の解散に伴いまして、スポーツ振興

基金に積み立ててほしいと寄附の申し出がなされ

たもので、これについて補正計上を行うものでご

ざいます。 

 以上で、第２回補正の説明を終わります。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたけど、御質疑ありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 次に、委員外議員の方、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで議案第１０６号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。何かございますか。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）市民運動会の

取り組みにつきまして説明を申し上げます。 

 資料は、企画経済委員会資料の１０ページをお

開きください。 

 本年５月に開催されました市民運動会運営委員

会におきまして、本年度の市民運動会につきまし

て、運営の変更点などがありましたので御報告を

いたします。 

 まず、（１）のブロック編成についてでございま

す。 

 これまでは世帯数により、Ａブロック８地域、

Ｂブロック６地域のブロック編成がなされており

ましたが、これを撤廃し、Ａブロック、Ｂブロッ

クそれぞれ７地域で編成することになりました。

また、前年度の成績によりまして、Ａブロック下

位３地域とＢブロック上位３地域の入れ替えを行

う入れ替え制を導入することになりました。 

 なお、本年度の第１２回大会に限り、Ａ、Ｂブ

ロックをそれぞれ７地域にそろえる必要があるこ

とから、前年度のＡブロック下位４地域とＢブロ

ック上位３地域を入れ替えることになります。資

料に、本年度の第１２回市民運動会ブロック編成

表をお示ししてございますので、御参照をいただ

きたいと思います。 

 次に、（２）の採点競技種目の選手の繰り下げに

ついてでございます。 

 これまでＢブロックのみ、選手の繰り下げが認

められておりましたが、これまでのブロック編成
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を撤廃したことから、各ブロック平等性を図るた

め、男女のリレーを除く各種目につき、Ａ、Ｂブ

ロックいずれも１名の繰り下げを認めることにな

りました。 

 次に、（３）の甑島地域のフェリーこしき２便へ

の乗船についてでございます。 

 これは、甑島地域から参加されている方々が、

閉会式終了後、帰りのフェリー乗船時間に間に合

うかが心配されているところでございます。この

ことから、これまでも市民運動会の運営の改善を

行ってきたところでありますが、今回、閉会式の

表彰の見直し、閉会式終了後の甑島地域送迎バス

の優先的移動を行うことになりました。 

 具体的には、閉会式の地域、消防団の表彰につ

きまして、開会式の優勝旗等返還と同様の方式と

し、優勝地域のみ式台に登壇し、賞状、優勝旗を

受け取り、同時に２位、３位の地域は、舞台の前

で賞状、カップを受け取る方法に変更することに

なりました。 

 次に、（４）の採点競技種目の検討についてでご

ざいます。 

 採点競技種目につきましては、直近では、平成

２３年第７回大会で種目変更を行ったところであ

りますが、今回検討を行うことになりました。採

点競技種目の変更について検討委員会を設置し、

検討委員会のメンバーは、各地域で採点競技種目

の普及、指導等を担っていただくスポーツ推進委

員がふさわしいとのことで、市スポーツ推進協議

会へ依頼いたします。 

 なお、採点競技種目の検討、選定、決定等につ

きましては、決定権を含めまして検討委員会へ委

任することが決まってございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、これらを含めて、御質疑願いたいと思い

ます。ございませんか。 

○委員（江口是彦）えらい小さなことですが、

ブロック編成が、いつもＢブロックだけにいまし

たので下甑はですね、こうしてすると励みになる

なと。次の年は、またＢに行くだろうけどと思い

ながらですよ。 

 さっき小さなことって言ったのは、いわゆる色

別っていうか、ずっとダブってきますよね。赤と

赤が永遠に二つ出てきたりとか。今、Ａに一つ、

Ｂに一つしか、赤とかはないでしょ、黄色も。そ

ういうのはうまく。というのは、準備にいろいろ

旗をつくっておったり、結構、コミュニティでは

そんなのも金かかりますから大変なんです。その

辺はどうなんですか。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）御指摘のとお

り、同じ色の鉢巻きを含めて、同じ色がございま

す。 

 これにつきましては、当然、当初の段階におき

まして、鉢巻き、それとゼッケン、それと地域の

旗、大きく３点セットがございますが、これにつ

いて、当初、体協のほうで作成して、今は各地区

のほうに配布してあるという状態になってますん

で。今後これについて変更することで、鉢巻きの

同色が発生するちゅうことになりますので、いず

れにしましても、ちょっと経費がかかるもんです

から、段階的にそこを解消したいなというふうに

今のところは思っております。 

 できることであれば、一挙にやれればいいんで

すが、ことしのこのＡ、Ｂブロックの編成の中で、

まずはダブりがないようなものを考えたいなと。

可能であれば、一挙に、鉢巻き、ゼッケンを含め

て変えたいところでありますが、これは今、経費

の積算を含めてちょうど検討してるところでござ

いますんで、御理解いただきたいと思います。 

○委員（江口是彦）１４色うまいことできれば、

もうずっと固定できるんでしょうけど、今１４色

回してなくて、７色を２色ずつダブらしてますか

ね。ということは、もう毎年ダブりが出てきます

から、うまくいくのかなという心配をしたもんで

すから。一番いいのは１４色でされたら、一番多

分いいんだろうと思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、帯田さんありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ありがとうございます。 

 以上で、市民スポーツ課を終わります。 

────────────── 

△国体準備室の審査 

○委員長（川添公貴）次に、国体準備室の審査

に入ります。 

────────────── 
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△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）議案等はございませんが、

所管事務について報告をお願いいたします。 

○国体準備室長（坂元安夫）それでは、国体関

係につきまして、資料を準備いたしましたので説

明をいたします。 

 資料は、企画経済委員会資料の１１ページをお

開きください。 

 まず、１の第７５回国民体育大会の概要につい

て説明申し上げます。 

 開催期間につきましては、平成３２年９月中旬

から１０月中旬のうちの１１日間で、今後、決定

されてまいります。 

 次に、実施競技につきましては、正式競技、特

別競技、公開競技、デモンストレーションスポー

ツの４つの区分で、５９競技が開催ということで

あります。 

 次に、本市の開催種目につきましては、正式競

技のバスケットボール、空手道、軟式野球、ホッ

ケー、ウエイトリフティングの５競技と、デモン

ストレーションスポーツのバウンドテニス１競技

が開催予定でございます。 

 競技会場につきましては、表にお示してござい

ますので、ごらんいただきたいと思います。 

 次に、今後の主なスケジュールについてでござ

います。 

 国体開催４年前の本年度、県準備委員会が日本

体育協会に会期日程の希望を提出し、国体開催

３年前の平成２９年度に本県での開催及び会期の

決定が正式になされ、また同年度に県並びに市の

準備委員会は実行委員会に移行予定でございます。

国体開催の１年前の平成３１年度に正式競技のリ

ハーサル大会が開催され、平成３２年の東京オリ

ンピック・パラリンピック終了後の９月中旬以降

に、鹿児島国体が開催される予定でございます。 

 次に、２の第７５回国民体育大会薩摩川内市準

備委員会の設立についてでございます。 

 資料は、企画経済委員会資料の１１ページから

１２ページを御参照いただきたいと思います。 

 まず、準備委員会設立趣旨についてでございま

す。 

 国体の開催は、全国に発信する絶好の機会であ

ると同時に、市民が郷土に誇りを持ち、健康で活

力に満ちた地域社会づくりにつながるものでござ

います。 

 国民体育大会を成功させるためには、関係機関

が一丸となって開催の準備に取り組んでいく必要

があり、市民総参加のもと、本市らしさを生かし

た大会となるよう、各界、各層の代表者の参画を

得て、準備委員会を設立するものであり、本年

３月末に設立総会並びに第１回総会を開催いたし

ました。 

 委員は、市長、議長を初め、関係団体５４名の

委員で、組織は常任委員会、専門委員会で構成し

てございます。 

 平成２８年度の事業計画につきましては、競技

会場の施設整備の調整など、開催へ向けての諸準

備などなどを計画してございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がありましたが、御質疑願いたいと

思います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑を許します。 

○議員（帯田裕達）１点だけ。２９年度にこれ

決まるんですけど、９月中旬から１０月中旬の

１１日間の間に、この競技がなされると、例えば

五つの競技を薩摩川内市でするんですが、これ競

技がダブったとき、もしくは原電の定期検査とこ

の時期ダブる可能性はないのか。でないと、宿泊

施設が足りないような気もいたします。 

 やはり旅館組合なり、入ってないところもある

んだけど、定検が入ってしまうと、そっちを優先

に入れる可能性が大です、もう。どこもだと思い

ます。そうしたら、なかなか薩摩川内市の受け入

れで足りないというのが出てきそうな気もします

し、例えば三つ重なれば、それでもぎりぎりぐら

いかなと思ったりもするんですが、その辺はどう

でしょう。 

○国体準備室長（坂元安夫）会期につきまして

は、正式に今から、この９月中旬から１０月中旬

のうちの１１日間ということで、この中で決定さ

れてまいります。 

 それと、この競技につきましても、今希望を各

競技団体、市を含めて意向調査がなされておりま

して、それで５競技の日程が今後決まってまいり

ます。その中で、確かに５競技ございますので、
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重なる競技があるというのは十分想定されており

ますので、今、ありましたような宿泊の関係につ

いては、十分調整が必要だというふうに思ってお

ります。 

 いずれにしましても、先ほどの準備委員会、今

後の実行委員会の中で、そういう部分も議題とし

て取り上げていかないといけないというふうに思

ってございますので、それと、その情報を共有す

るという意味でも、定期検査の時期のことである

とかというのも、十分調べて確認しながら取り組

んでいきたいというふうに思ってます。 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、国体準備室を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△企画政策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、企画政策課の審査

に入ります。 

 それでは、議案第９８号を議題といたします。

当局の説明をお願いします。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時４２分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時４３分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△議案第９８号 薩摩川内市の附属機関に

関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○委員長（川添公貴）それでは、議案第９８号

を議題といたします。当局の説明をお願いします。 

○企画政策課長（上大迫修）よろしくお願い申

し上げます。 

 議案つづりにつきましては、９８－１ページと

なります。議案第９８号薩摩川内市の附属機関に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

ということでございます。 

 提案理由につきましては、議場にて部長のほう

から説明がありましたが、再度触れさせていただ

きますと、２のところでございます。川内駅東口

市有地利活用事業におきまして、民間事業者等の

選定、その他事業の実施に係る各種の審査を行う

ため、附属機関として事業審査委員会を設置させ

ていただきたいというものでございます。 

 ９８－２ページには、改正の内容等をお伝えし

ているところでございます。 

 ここで、議案資料として資料を添付させていた

だいておりますので、議案資料にて業務の内容等

を説明させていただきます。お手元にお願いいた

します。 

 川内駅東口市有地利活用事業審査委員会の設置

についてということでございます。 

 再度になりますが、１番におきまして、東口市

有地利活用事業につきましては、公共施設と民間

施設が一体となった施設計画を行う予定であり、

民間の資本ノウハウ等を活用して、設計から運営

まで一貫して行うＰＦＩ手法を用いることといた

しております。このため、事業の宣伝につきまし

ては、公募となります。 

 事業の募集から選定、提案の内容の評価にいた

る各段階におきまして、市が想定します公共機能、

民間施設、その営利用形態や客層、利用者の動線

や全体としての事業を継続して判断するなど、専

門的見地が必要なことから設置するものでござい

ます。 

 そして、２番目に書いておりますが、委員会の

役割としまして、左側のほうにＰＦＩ事業手法で

のモデル的なスケジュールを記載しておりますが、

これからの作業によりまして、どのような事業で

展開していくのかという方針を立て、平成２９年

１月には事業者の募集を行い、いろんな質疑を受

けた上で、平成２９年７月には事業候補者の選定

といった形の手続が進んでまいります。 

 これに対応するべく、真ん中に、市の委嘱によ

りまして、附属機関として審査委員会を設置し、

審査委員会の中では、平成２８年８月からおおむ

ね１年間となっておりますが、募集要項の内容的

な検討、求める要求水準書の内容的な検討、それ

と審査に当たっての評価、審査基準等の検討とい

ったものを行った上で、実質的な事業者の選定の

作業を１次審査から行い、内容のヒアリング等を

行って、最後の決定という形に進んでいこうとす

るものであります。 

 右側のほうに、ＰＦＩ事業支援業務ということ

で記載させていただいておりますが、後ほどの単

行議案と関係いたしますが、先ほど申し上げまし

た審査委員会におきまして、募集要項、要求基準

書の精査すべき内容等を、具体的に市の指示に基
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づきまして、技術的な作業を行う部分を外部に委

託するというものが右側でございます。よって、

外部で作業したものを精査して、審査委員会にか

けて、募集までの準備を進めてまいりますし、募

集後の作業を進めていきたいということになって

いるものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、これより御質疑願いたいと思います。御

質疑ありませんか。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はありませんので、

これより採決いたします。本案を原案のとおり可

決すべきものと決定することに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度一般会計

補正予算 

○委員長（川添公貴）次に、審査を一時中止し

てありました議案第１０６号を議題といたします。

当局の説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫修）予算議案よろしく

お願いいたします。 

 まず、予算書について１８ページでございます。 

 １８ページ、歳出の２款１項６目企画費の中で、

事項でございますが、コンベンション施設整備事

業費におきましての補正をお願いしているもので

ございます。さきの単行議案９８号におきまして、

設置の御説明をさせていただきましたが、選定委

員会の委員の報酬及び費用弁償がごらんのとおり

必要ということでの内容となっております。 

 また、先ほど説明しましたけども、ＰＩＦ支援

業務としまして、募集要項、要求基準等々の作業

を外部に委託する作業等が平成２９年の夏場まで

かかります。この部分につきまして、本年度委託

料分が２,０００万円、歳出を予定しているところ

でございます。 

 続きまして、歳入になりますが、１６ページを

お願いいたします。 

 １９款１項６２目地域活性化基金繰入金でござ

います。７００万円の繰入金のマイナス補正でご

ざいます。内容につきましては、観光・シティ

セールス課のほうが事業展開いたします観光甑島

ライン旅行誘客実証事業におきまして、特定離島

での財源確保が図れたことから、本基金の繰入金

を減じるものでございます。 

 続きまして、債務負担行為補正について説明さ

せていただきます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為補正で、事項名につきまし

ては、川内駅東口市有地利活用事業ＰＦＩ支援業

務委託でございます。平成２８年度２,０００万の

予算に加えまして、平成２９年までの業務となる

ことから、残る１,３００万について債務負担行為

の設定をお願いするものでございます。業務全体

としましては、３,３００万の予算体制で臨みたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したけど、これより御質疑願いたいと思います。

御質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで、議案第１０６号の審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

いますが、何かありますか。 

○企画政策課長（上大迫修）企画経済委員会資

料の中におきまして、コンベンション施設整備の

事業手法でありますＰＦＩ手法について資料を提

出させていただいておりますので、現在、席のほ

うに配付いただいております議会資料の関係等も

含めまして、説明させていただきたいと思います。 

 ただいま配付いただいております議会資料につ

きまして、７ページをお願いいたします。 

 配付いただきました資料は、薩摩川内市コンベ

ンション施設建設基本構想の事業手法の項が

７ページに記載ございます。 
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 本施設整備におきまして導入します事業手法は、

施設整備の施設の性格から、整備の段階から管理、

運営を見据えた設計、企画が必要となるため、下

から２行目に書いてありますとおり、民間事業者

が有する技術や経営上のノウハウ等を活用して、

設計、建設及び維持管理運用を一連の作業として

行いますＰＦＩ手法が有効というふうに考えて整

備したものでございます。 

 めくっていただきまして９ページになりますが、

事業全体のイメージを説明申し上げます。 

 ９ページの上段に一点破線で囲ってありますこ

の土地が、駅東市有地８,２００平米の土地でござ

います。この中に、（Ａ）コンベンション施設、

（Ｃ）駐車場、（Ｄ）駐輪場、（Ｅ）外構、このＡ、

Ｃ、Ｄ、ＥにつきましてＰＦＩ手法の中で整備を

し、下のフローの中にありますとおり施設取得の

ＡからＥを市が事業者でありますＳＰＣから一括

取得後にこの部分の運営を、この全体事業をプロ

ジェクト管理いたします運営事業社ＳＰＣのほう

に運営を委託するという形のスキームでございま

す。 

 次に、委員会資料のほうに移っていただきまし

て、ＰＦＩ手法についての説明と移らさせていた

だきます。 

 １ページでございますが、ＰＦＩの仕組みにつ

きましては、これまでも申しておりますけども、

公共施設等の設計から運営に、民間の資金、能力、

技術力を活用するということで、質の高いサービ

スと低コストでの効率的な社会資本整備ができる

という形となっているということでございます。

ＰＦＩ事業における公共サービスの提供者はあく

までも民間事業者でありまして、公共は、市は民

間事業者に対する対価を支払って、そのサービス

を受けるという形が基本的なスキームでございま

す。 

 下の図をごらんいただきまして、関係します登

場人物っていいますか、キーワードになりますけ

ども、事業内容を決定いたしますのは、基本的に

公共になります。下の左側の中段になります。 

 飛びますけども、事業を実際に展開しますのは、

真ん中のグレー部分、ＰＦＩ事業者、ＳＰＣとい

うことで、文字で申し上げますと、特別目的会社

が施行いたします。 

この目的会社には、上から金融機関ということ

で、融資という形の流れがございます。また、Ｐ

ＦＩ事業者につきましては、事業施行でのリスク

等々を含めまして、いろんな保険契約等を含めた

保険会社といったものが登場してまいります。 

 最後に、説明になりますが、公共側につきまし

て、アドバイザーというものがアドバイザリー契

約ということで入っておりますけど、この部分が

片仮名で書いてございますが、先ほどのＰＦＩ支

援業務におきまして契約手続に必要なノウハウを

市が提供を受ける、支援を受けるという形でござ

います。 

 ＳＰＣ事業者につきましては、全体のマネジメ

ントをすると同時に、下にありますように、設計

段階におきます設計会社、建設段階におきます建

設会社、その他管理、運営、投資家等を含めまし

て、全体とのＳＣ事業の展開といったものをコン

ソーシアムを組んでやっていくという形となって

いるものでございます。 

 めくっていただきまして、２ページの上段にな

りますが、先ほどの登場人物、参画主体につきま

しての役割が記載してございます。 

 公共側につきましては、ＰＦＩ事業で提供しま

すサービス内容、要求水準を決定する責任がござ

います。加えまして、その要求水準がきちっとな

っているかっていうことを監視する、評価するモ

ニタリングっていう責任を負っているところでご

ざいます。 

 一つ飛びまして、ＰＦＩ事業者につきましては、

みずから資金を調達し、プロジェクトを遂行する

責任がございます。また、コンソーシアムを組ん

でおります事業体と各工事管理契約等を結びまし

て、それを管理執行していく責任を負う形となり

ます。 

 三つ目、金融機関についてでございますが、Ｐ

ＦＩ事業と成立するかどうかを見きわめながら資

金を融資するということもございますが、二つ目

に書いてあります事業継続が困難となった場合な

どについては、事業に介入するために必要な規定

等を直接協定という形で設けまして、これは公共

との間に結ぶことで、事業が、継続が担保される、

リスクを回避するためのこの監視業務といいます

か、協定等が仕組まれる形となります。 

 次に、３番目のＰＦＩの事業形態ということで、

左側にサービス購入型、ジョイントベンチャー型、

独立採算型というふうに書いてございますが、ま

ず下からでございます。 
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 簡単な分でいいますと、公共側が経費を負担せ

ずに、ＰＦＩ事業者が直接利用される方々から料

金を取って、そのサービスを提供するということ

で、常々指定管理でいいますと、利用料金型とい

うふうに捉えていただければと思います。全て収

入で経費をＰＦＩが賄うということでございます。 

 下から２番目のジョイントベンチャー型は混合

型と言われてるもので、私どもの指定管理で申し

上げますと、利用料金併用型というふうに捉えて

いただければよろしいかと思います。利用者から

サービスをとって経費を賄いつつ、足りないもの

は公共側からの補助金等におきまして運営するっ

ていう形になります。これはハード事業も含めた

部分でございますので、説明のほう簡略化してお

りますが、要は利用料金併用型というふうに捉え

ていただいてよろしいかと思います。 

 最後に、サービス購入型につきましては、ＰＦ

Ｉ事業者が住民の方々にサービスを提供する分は、

全て公共側のほうが料金として支払うという形の

利用形態でございます。これは、通称、使用委託

型及び使用料型と言われてる部分となっていると

ころでございます。このうち、私どもが導入いた

しますのは、ハードも含めましてサービス購入型

で、なおかつ施設については、完成後一括取得す

るという形のパターンでございます。 

 次に、３ページ、４番目のＰＦＩの事業方式と

なりますが、ＢＯＴからＲＯということで、かな

り横文字になっておりますけども、今回採用いた

しますのは、ＢＴＯ方式－建設して、所有権を

市が引き取って、運営は外にお願いする－って

いう形でございます。もちろん建設段階ではＰＦ

Ｉ事業者が資金を調達し、建設いたします。所有

権を市のほうが取得するということですので、今

回で申し上げますと、公有財産購入費で一括して

取得する議案という形になるというふうに捉えて

ください。その後は、ＰＦＩ事業者に対して複数

年間、１５年もしくは２０年といった形の議論に

なるかと思いますけど、維持管理と運営をお願い

する形となります。 

 次に、５番目の従来型事業との比較ということ

でございます。 

 ここの分については少し丁寧に説明させていた

だきたいと思いますが、従来型事業は、通常、道

路をつくるときなどの公共事業と捉えていただけ

ればよろしいかと思います。それに対して、右側

が今回導入する方法ということでございますので、

事業計画は公共側、市のほうから具体的に示すと

いうことになります。今回のＰＦＩ事業は、市が

示した要求基準につきまして、施設計画としては

民間側から提案のあったものということになりま

す。 

 事業を実施するに当たりましては、従来、公共

事業については、個別に民間事業者に委託したり、

直接、公共事業という形で実施してあるケースと

いうふうになりますが、ＰＦＩ事業につきまして

は、設計から運営までを一体的にＰＦＩ事業者が

担う、採択に応じて担うということになりますの

で、従来の公共事業の委託とか直接発注とは基本

的に異なるという形になります。 

 発注の方法になりますけども、従来型は一つ一

つ設計書、仕様書を書いての仕様発注であり、段

階ごと、工種別にそれぞれ分野が異なり、関係性

が異なるという部分がございますが、これに対し

てＰＦＩ事業の場合は、性能発注ってことでござ

いますので、施設サービスの性能を示して発注を

いたします。このため、設計から運営までが一括

した受注形態となります。 

 次に、事業者の選定方法でございますが、基本、

従来型事業につきましては、いろんなその他の条

件がありますけど、価格入札が原則になりますが、

ＰＦＩにつきましては、事業のタイプ、内容によ

りまして、総合的に評価いたします。価格もあり

ますが、当然、性能発注ですので、求めた技量が

図られるといったそういった評価をいたします。 

 次に、契約の方法となります。基本的には公共

事業の場合、単年度契約として、契約内容はそれ

ぞれの工種、種類ごとにほぼ標準的な内容となり

ますが、ＰＦＩ事業につきましては、単年度では

なく、設計から運営が終わるまでの間をして、長

期の契約となります。また、施設のタイプ、事業

の内容ごとにその契約内容は変化しておりますの

で、定型化はなかなか難しいというふうに分類さ

れております。 

 資金につきまして、公共事業は公共側が調達い

たしますが、ＰＦＩの場合は、プロジェクトファ

イナンスという横文字になりますけど、民間事業

者が投資家を集めたり、借り入れをしたりという

形の調達となります。 

 最後に、リスクといった部分が大きな議論とな

ったりいたしますが、公共施設の場合は、基本的
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には公共側が全てのリスクを負う形での設計とな

っております。これに対しまして、ＰＦＩの場合

は、公共と民間の基本的なリスク分担、役割分担

を明確にした上で、その契約において責任が果た

される、領域が決まってるというふうな形の作り

つけになっております。 

 今回初めてＰＦＩ事業について採用したところ

をポイント的に説明させていただきましたが、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたけど、これより御質

疑お願いをしたいと思います。質疑はございませ

んか。 

○委員（成川幸太郎）ＰＦＩ事業というのを盛

んにアピールされますけど、結果的にはこのＰＦ

Ｉっていうのはよくよく見ると、コンベンション

施設に対する事業のあり方なんですね。民間収益

施設については、全く民間事業が勝手に出ること

だから、このＰＦＩの中には何も含まれてないっ

ていう捉え方でよろしいんでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫修）ちょっと説明が難

しゅうございますけども、あくまでもＰＦＩは公

共施設等を整備運営するに当たって定義された手

法でございます。ここは、民間の技術や資金を使

うといった部分では、隣にあります民間収益施設

を運営する場合も同じ考え方になり、適用ができ

ますので、今回私どもがＰＦＩ的事業でさせてい

ただく際には、民間事業の自己採算の施設も提案

いただき、公共施設も提案をいただくという、全

体をＰＦＩ的事業という形で捉えて事業提案を受

けていきたいっていう形になります。 

○委員（成川幸太郎）じゃあ全体的なＰＦＩっ

ていうことになると、民間収益施設について、本

会議場でも質問しましたけれども、民間事業者に

提案を任す－規模も機能も全部任す、っていう

ことでは、何か整合性がないような気がするんで

す。 

 僕は、非常に不思議なのは、今回のこの概要説

明で、ある程度出るとこ決まって出されてるんじ

ゃないかっていう気も、憶測を持ちたくなるよう

な提案の仕方じゃないかと思うんです。まさかそ

ういうことはないでしょうね。 

○企画政策課長（上大迫修）この全体の提案を

受けた後、どのような手続になるのかっていうこ

とでございますけれども、募集段階から、誰が見

ても提案できる内容にしてありまして、提案され

たものについては、選定委員会の中でその点をチ

ェックしながら選定いたしますので、誰かに特定

してということはございません。あくまでも公募

による提出で、公平な選定っていう形で考えてお

ります。 

○委員（成川幸太郎）何か本会議の続きになる

ような気がするんですけど。ただ、今、全体的に

ＰＦＩで任せると。本会議でもやった。市長はこ

のコンベンション機能以外に、宿泊、商業施設、

飲食施設っていうものも言われたわけですよね。

それは全くもう任せますっていうことで、宿泊は

じゃあ、宿泊は一番赤字になるから、それはもう

入れなかった人が来た場合には完全にペケってい

うことになってしまう可能性もある。 

 だから、どうしても今、ＰＦＩ事業に持ってい

かれるんだったら、コンベンション施設の２５億

があって、向こうが建ててもらって２５億で買い

取るんだよっていうことだったら、それは切り離

していいけども、民間収益施設は買い取らんわけ

だから、勝手に運営してくださいというから、総

合的にＰＦＩで持っていくって言われるのは、ど

うも理解がしがたい部分にあるんですけども。 

○企画政策課長（上大迫修）唯一ＰＦＩ的って

いった部分を端的に説明するのは、いずれにして

も、この全体の資金をプロジェクトファイナンス

っていう形で民間が調達して、プロジェクトを実

施していくといった部分で共通しております。 

 資金は、コンベンションのほうが２５億、民間

のほうが１０なら１０っていう形に、３５億の全

体を民間事業者が調達するプロジェクトをファイ

ナンスという手法で行うっていうのが１点と。駅

東につきまして、民間の土地活用を図るという基

本的な視点がありますので、そこにコンベンショ

ンをつくって一体的に動かすっていう、整備を促

していくっていうことから、一緒にやると、一緒

に提案を受けるといった意味では、ＰＦＩの提案

といった形の手法を用いてますので、基本は、民

間におきましてファイナンスを、資金を調達する

っていうのが共通の土台にあるというふうに捉え

ていただいたほうがよろしいかと。 

○委員長（川添公貴）今、３５億とおっしゃっ

たんですけど……。 

[例えばですよ]と発言する者あり 

○委員長（川添公貴）例えばちゅう言葉がなか



 

－47－ 

ったですよ。 

 それと、もうこの議論はかみ合わないと思いま

す。というのは、こちらは予算の示された２５億

について説明されているものと思ってます。でも、

委員の皆さん方の考え方は、東口をどう活用する

のかという視点から、全体像がこうあって、この

部分がＰＦＩで、この部分もＰＦＩの中に提案を

されて、そこは資金調達をするなりプロパーを入

れるなりをされる条件が出てくると思うんで、こ

こはプロパーを入れる部分、ここは買い取るちゅ

うのはわかるんですけど。まずは全体像を示して、

こういう考え方で東口をつくりたい。その中で、

ここの部分、Ａ部分は、今、副委員長がおっしゃ

るのは、全体の中のここは民間が主体的にやる。

資金調達とか、ＰＦＩのところも１回は資金調達

をかけてやるちゅうのはみんな理解してるんで、

そこをきちっと説明をしないと、片や２５億だけ

の話と、片や全体像の話とでは、なかなかかまな

いのかなとは思いますけど、どうなんでしょう。 

 それらを踏まえて、副委員長のほうからもう

１回質問があると思いますんで。 

○委員（成川幸太郎）別にこれ、私反対してる

わけじゃなくて、本当にこのやり方で応募がある

のかなという疑問を持つんです。薩摩川内市の東

口が置かれた状況というのを相当研究はされてる

と思うんですけども、そんな大手が、大きな施設

が来る環境にはないと思う。商業施設にしても。 

 過去のやつでも、ある大手の小売店は打診され

たけど断ってきたと。話に出てた図書館も川内駅

東口には出ないと。それぐらい厳しい環境にある

っていうことをわかって提案されないと、非常に

総合的な開発っていう面では、じゃあ２５億は

２５億あるから、提案する人はこの民間収益施設、

最低限のものにしようという発想になる可能性も

出てくるわけですよ。 

 だから、とにかく応募がしやすい環境っていう

のはつくって、今からこの委員会で諮られるんで

しょうけども。どういう形で応募を多く、少なく

とも三、四件は応募が出てきて、その中で比較検

討できるような形がとれれば理想だと思うんです

けど。前回みたいに１件で、せっかく出た１件も

だめだっていうことになってしまえば、もう元も

子もない、またゼロに戻るっていうことになりか

ねませんので、そこらをうまくいくように検討を

してください。お願いします。 

○委員長（川添公貴）ほか、御意見ありません

か。ありませんね。 

 それでは、この件に関しては、閉会中に委員会

を開きたいと思います。 

 要点は、今、副委員長のほうから質問がありま

したように、全体像をどうするのか。個別的に市

長がおっしゃる宿泊施設等をどうするのか。その

全てを含んだ中でＰＦＩをする、これは理解しま

す。コンベンションをＰＦＩがやる、理解します。

だから、そこら辺をきちっと類別をして、説明で

きるように準備をお願いをしておきたいと思いま

す。いつ開催するかは気分次第です。（後段で発言

訂正あり）それだけは申しておきたいと思います。 

というのは、幾ら話をしても、本会議でもかみ

合わなかったんです。だから、やはりかましてお

かないと、我々も東口を開発していかないけない、

よくしていかなきゃいけないっていう思いがある

んで、ぜひ大手に来ていただいて、一体的なもの

をつくってほしいっていう委員の方の思いがある

んですよ。だから、それをもう１回お互い確認を

するためにも、やはりきちっと書類を整理してお

いたほうがいいのだろうという思いがあります。 

 済いません。先ほどの言葉は訂正します。気分

次第じゃなくって、ほかの皆さんの時間の都合を

調整した上で、招集をかけたいと思いますので、

お願いをしたいと思います。 

○企画政策課長（上大迫修）次回日程の調整が

つき次第、改めて質疑をお願いすることになると

いうことでございますので、そのときはよろしく

お願いします。 

 意見が合わなかった部分っていう民間事業者の

ほうが自己採算で事業を提案するときに、どのよ

うな形で公募をするのかといろいろ考えた中では、

私どものほうで、何々施設、何々施設を特定する

こと自体が、公平に事業を選択するという形にな

らないといった部分もある程度私どものほうも考

えておりますので。ただし、そこではにぎわいの

創出っていうのがありますから、市長が申しまし

たとおり、何らかの支援によって確実に民間のと

ころが、雇用を生むような形ででも手を挙げてい

ただくような支援策っていうことを示すっていう

ことで、確実にプロジェクトに手が挙がるってい

うような環境を整えていきたいという思いがござ

いますので、その点については次回またお話させ

ていただきたいと思います。 
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○委員長（川添公貴）この件については、次回

っていうことで、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 以上で、企画政策課を終わります。御苦労さま

でした。 

 ここで休憩します。再開はおおむね１５時

２０分とします。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時１１分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時２２分開議 

          ～～～～～～～～～ 

────────────── 

△甑はひとつ推進室の審査 

○委員長（川添公貴）次に、甑はひとつ推進室

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度一般会計

補正予算 

○委員長（川添公貴）それでは、審査を一時中

止してありました議案第１０６号を議題といたし

ます。当局の説明をお願いします。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）甑はひ

とつ推進室でございます。どうぞよろしくお願い

します。 

 議案第１０６号平成２８年度一般会計補正予算

について説明させていただきます。 

 別冊となっております予算書の１８ページをお

開きください。 

 まず、歳出になりますが、２款１項６目企画費、

説明欄の甑島地域振興費は、離島活性化交付金事

業で実施いたします－これは２分の１の補助事

業でございますが－甑島ツーリズムサイン計画

策定事業９４６万円の計上であり、藺牟田瀬戸架

橋完成など、甑島の将来を見据えた観光を軸とし

た地域振興を図るために、サイン整備計画を策定

するものでございます。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 １１ページをお開きください。 

 １５款２項１目総務費補助金、説明欄になりま

すが、この離島活性化交付金につきましては、国

の補助内示を受けたものでございます。歳出で説

明しましたサイン計画や甑島ジオパーク調査事業

費等に対する補助金でございます。 

 以上で、甑はひとつ推進室に関する今回補正予

算の説明を終わります。御審議賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、これより御質疑願いたいと思います。御

質疑ございませんか。 

○委員（江口是彦）この甑島ツーリズムサイン

計画策定事業、ジオパークの認定後も視野に入れ

つつとなってますけど。今、ジオパーク認定に向

けての具体的なあれは、進捗ちゅうか、具体的に

はどういうことになっとるんですかね。ジオパー

クについてちょっと、わかってたら教えてくださ

い。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）今回の

公共サイン整備計画の策定業務委託につきまして

は、今、甑島管内、県がいろんな事業あるいは市

のほうで、各課のほうで、いろんなサインあるい

は案内板を設置しておりますけども。いろんな統

一するものとかデザインとか、場所等もちょっと

重複しているところもあるということ、あとわか

りにくいというところもありますので、それらを

ちょっと整理しまして、先ほどジオパーク認定後

というよりも、まず架橋が完成した場合、あとジ

オパークを目指すためには、ちょっと他国語とか

そういうのも必要になってきますので、それらも

踏まえた形の公共サインをどのように今後してい

くかというような整備計画を立てていきたいと思

っとります。 

 江口委員が言われましたジオパークの認定につ

きましては、ことしジオパークを目指すためには、

どのような手続、あるいはどのようなハードルが

必要なのかというのを、先進地研修等を含めて調

査する予定でございます。今後また、それらを踏

まえて、時期、必要性を含めて、ジオパークにつ

いてはまた認定の手続等を検討していきたいと考

えてるところでございます。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）いろいろ本気度っていうか、

甑はひとつ推進室はもう甑島にやっぱり－地元

から発信せんといかんような気がするけど－ち

ゃんと甑の中につくりませんか。そこの初代室長

として、もう今、室長ですけど。 

○委員長（川添公貴）課の廃止の件ですから、

最高権限者にどうぞ。 

○企画政策部長（永田一廣）今、江口委員のほ

うから、現在のこの甑はひとつ推進室を、実際の
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勤務場所を執務場所として、あるいは指導ってい

うんですか、場所として甑島に配置をしたらとい

う提言でございます。 

 将来的には、これはまだ絵姿完成しておりませ

んけども、振興局というのも会議の中で議論され

てきておりますので、将来に向けては権限をどこ

まで付与するか、あるいはスタッフをどういう体

制で組むかというのは検討はしていく必要がある

と思っております。 

 現時点では、市長も平成２６年の１０月に申し

上げましたけども、市町村合併１０年経過した中、

そしてまた架橋を完成が目の前に見えてくる中、

これまでグループでありました体制を室に昇格し

まして、地域の意見を聞いて、まずは将来に向け

て、住民と一緒になって議論していこうというこ

とで室ができあがっておりますので、これを場所

を島にとか、そこまでまだ議論は至っておりませ

ん。もう少し時間をかけて、今の取り組みを、あ

るいはツーリズムを進めながら、研究していきた

いと思ってます。 

 今しばらくの間は、古里室長を中心に、支所の

関係部署と緊密に連携をとって、また庁内の観光

課とか関係部署とも連携をとって進めさせていた

だきたいと思います。将来的な甑の活性化のため

の組織づくりについては、しばらく時間をちょう

だいしたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）所管の中で言ったほうがい

いんかもしれんけど、こうして、甑はひとつ、物

すごい時間かけて提言を受けてあれしてでも。そ

れを本当推進して、今度は逆発信してく、推進し

ていくあれがうまくかみ合ってないような気がす

る。やっぱり推進室は甑の中にあって、一緒に、

極端に言うと、市長に一緒に提言していくぐらい

ないと、うまくいかんような気がします。 

 だから、室長はやっぱ甑島におって、甑島の意

見を一緒に背負って、まとめて提言していくぐら

いにならんと。ワンクッションを置いとって、何

となく中途半端になってるような気がするので、

本気度を持って進めてください。 

○企画政策部長（永田一廣）繰り返しになりま

すが、今、一生懸命、古里室長２年目になって、

一生懸命業務やってます。執務場所は本庁舎にあ

りますけれども、頻繁に甑のほうに渡り、支所の

方あるいは地域の住民の方、いろんな関係団体の

方との意見交換をやっております。場所はここで

すけれども、思いは、室長、甑に寄せて頑張って

おりますので、温かく見守っていただきたいと思

います。 

 将来的な展望は、また時間をかけて研究をさせ

ていただきたいと思います。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）今、江

口委員が言われたとおり、確かにジオを目指すた

めには、やっぱりかなり専門的な分野の専門委員

とか、そういう形でやっぱりハードルはかなり高

くなってきますので、やはりジオパークを目指す

ということに対しては、場所も含めてなんですけ

ど、体制も充実していきながら進めていきたいと

思っております。 

 また、先ほどの連絡等は、本当甑島の連絡会と

か行いながら、住民に密に連絡をしてきいながら

進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第１０６号の審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。何かありますか。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）企画経

済委員会資料の４ページをごらんいただきたいと

思います。 

 有人国境離島法の概要についてでございますが、

今回、一般質問等で３名ほど出していただいてお

りますので、概要を簡単に説明させていただきた

いと思います。 

 まず、資料の４ページですけど、目的としまし

ては、領海等の保全あるいは活動の維持、甑島の

維持を含めた形の保全に寄与することを目的とし

ております。大きく甑島の離島振興とは変わって

るとこです。 

 定義としましては、特定有人国境離島地域が、

ここに書いておりますけども、甑島列島、三つの

島、指定されております。 

 次に、基本方針、計画は、国が基本的な方針を

定め、県は計画を定めるということになっており

ます。 
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 一番大事なところで、下のほうの二つ目の枠な

んですけど、特定有人国境離島地域に係る施策と

しましては、１番目にやっぱり定期航路事業の運

賃の低廉化。これは大きな柱になると思っており

ます。 

 次に、三つ目にあります生活に必要な物資の費

用の負担軽減、あと、４番目の雇用機会の拡充、

５番目に、安定的な漁業経営の確保等が主な施策

になっておりますので、まだ国のほうは、具体的

な施策とか事業は示されておりませんけど、でき

るだけ幅広く、今現在は、いろんな意見を募りな

がら要望しているところでございます。 

 今のところはこういう概要を説明させていただ

きます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したけど、これらを含めて、所管事務全般につい

て御質疑願いたいと思います。御質疑ございませ

んか。 

○委員（江口是彦）一般質問でも時間なくて、

ちょっとだけ言いましたけど、これが国会でどう、

議員立法でしたから、いわゆる委員会等で、ちょ

っと委員会の名前を忘れ、内閣委員会とか何とか

いうんかな、そこでやってるんです。そしたら、

もちろんそういう委員会での審議で、大臣とかそ

ういうところが答弁っていうより、政務次官です

け、今何ていうんですか。「政務次官」と呼ぶ者あ

り）政務次官ですね。彼らが答弁してるんですけ

ど。それから、議員立法ですから、その提案者の

人たちが一生懸命答弁して、議会論議はそう進ん

でるんですけど。国会審議の議事録を見た限り、

私はその中で、離島振興法で手当てした施策とか

予算とは全く別個に今からつくるんだと。予算の

枠も含めて、今までの離島振興法でやってた延長

でするんじゃないんだということを一生懸命言っ

ておられるんで、とったもんが勝ちのような気が

する。県を通しての施策申請になりますけど。 

 だから、今、国がつくったとこだから、国のの

を待ってといってたら、非常に遅く、長崎とか鹿

児島ですから、中心になるのは。だから、特に頑

張って、県としょっちゅうできないかってことを

含めて、いい雇用、定住策とか、雇用にかかわる

事業はどんどんやってくれっていうような答弁を

とりあえず国はしてますから、ぜひいい施策をお

願いします。それ以上はちょっと言えませんけど。 

○企画政策部長（永田一廣）まず、所管のほう

が、今回の有人国境離島は内閣府の総合海洋政策

推進事務局という形で、今、立ち上げてされてお

ります。 

 今、国が基本方針を、つくり方なんですけど、

確かに実情がわかるのはやっぱり離島のほうです

ので、市町村ですので、市町村の課題とか現状を

本当聞きたいということで、この前、県のほうが

市のほうに聞かれて、国のほうに持っていかれて

ます。その中で、今の現状、特に物価が高いとか、

ガソリン代は高い、あるいはいろんな運賃の関係

とか雇用の関係も、一応今いろんなそういう施策

を取りまとめて、県に出しております。 

 今後、県とも連携をしながら、独自のできる施

策を見つけていきながら、県あるいは国のほうに

要望していかないといけないなとは思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）僕も個人的にも、県にも一

生懸命聞きたいと思ってますけど、例えば九州で

海洋深層水はもう甑島だけですから、それを生か

した提案をぜひぜひ。 

 これはもう鹿大の水産学部も、絶対そういうの

になったら協力するっていうことになりますから。

部長あたりや、もう副市長とでも行って、どんど

ん積極的に行動に移してください。お願いします。 

○企画政策部長（永田一廣）決して法律ができ

て、国、県のほうの情報提供があって動こうとい

う待ちの姿勢ではございません。 

 実は、私、市長の名代でしたけれども、この議

員立法が成立したのが４月２１日だったと思いま

す。５月連休明けに、三島、十島の村長さんと一

緒に関係大臣のところにお礼に参りました。その

中で、本当もう難儀してできたっていう、中心と

なったのは長崎県のとある代議士でした。 

 その方と３０分ほど話をしていく中で、仏はつ

くったと。あとは、予算を国、関係内閣府、関係

する県、該当する市町村で知恵を出して、取りに

行く作業が今から大事だということでしたので、

早速、古里室長のほうにも、甑の課題とか、まだ

全体像見えないんですけれども、何でもいいから

上げて、県を通じて、国のほうに制度化をしても

らうように動くように指示しております。 

 もちろん本市だけで動けませんので、三島、十

島、屋久島等ございますので、県のほうでの調整
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というんですか、全体調整はあるかと思いますが、

繰り返しになりますが、決して待ちではなくて、

情報を随時県のほうに届けてるということで御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（川添公貴）ほか、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、甑はひとつ推進室の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△行政改革推進課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、行政改革推進課の

審査に入ります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時３８分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時３９分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き会議を

行います。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）それでは、議案がないよ

うですが、所管事務について報告をお願いいたし

ます。 

○行政改革推進課長（上戸理志）それでは、企

画経済委員会資料の６ページをお願いいたします。 

 市政改革等についての取り組み状況について、

概要を説明させていただきます。 

 今年度の取り組みと昨年度の実績を含めまして、

概要だけ簡単に説明させていただきます。 

 １番に書いてございます部局・支所経営方針、

これは部局、それから支所の使命と重点目標等を

記載したものですが、先月６月２日に、主要事項

処理経過報告で議員の皆様にも報告させていただ

きました。振り返りと、それから今年度の方針を

公表しております。 

 ２番目の組織・機構の見直しです。記載のとお

り四つの組織についての見直しを行っております。 

 国体準備室につきましては、これは昨年度途中

でした平成２７年度の１０月１日で新設しており

ます。結果としまして、米印のところに書いてご

ざいます平成２８年の４月１日現在で、１０部

６１課１０室ということで、合併当初は９８課が

ございましたが、年々組織のスリム化が図られて

おります。なお、二つ室がふえたのは、記載のと

おり、国体準備室と学校施設整備室のこの二つの

室でございます。 

 ３番目の定員適正化につきましては、後ほど次

の７ページで説明させていただきます。 

 ４番目の事務改善提案につきましては、昨年度

２件の募集をいただきまして、１件、具体的には

テレワークを活用した業務連携につきまして、こ

ちらを採用したところでございます。 

 続きまして、５番目です。補助金等評価につき

ましては、外部委員であります行政改革推進委員

会にお願いしまして、平成２７年度は４７補助金

等の外部評価を行っております。 

 なお、御指摘いただいたもの、報告いただいた

ものについては、当初予算等に一部反映してござ

います。さらに今年度、平成２８年度５月から、

早速７３補助金等につきましての外部評価を現在

実施中でございます。 

 続きまして、６番目です。県の権限移譲プログ

ラムです。現在、２３３事務の移譲を受けており

ます。新規で平成２７年度受けたものはございま

せんが、現在、県内の１９市におきまして、事務

の移譲の数としましては、３番目の事務を多く移

譲を受けて取り組んでるところでございます。 

 最後に７番です。マイナンバー制度の導入準備

につきまして、昨年度、統括でございます行革課

を中心に、関係課、室等を巻き込みながら、市民

への周知、それから現在もカードの発行を行って

おります。そういった取り組みを行っておりまし

て、具体的には、市民向けの出前講座を昨年

３７回行っているとこでございます。 

 それでは、右側の７ページをお願いいたします。 

 定員適正化、職員の状況につきまして、簡単に

説明させていただきます。 

 ７ページの別表、左から３列目に職員の実数が

書 い て ご ざい ま す。 合併 時 、 一 番上 に は

１,３６６人の記載がございまして、一番下の平成

２８年の４月１日現在で１,０２９人、すなわち

３３７名の職員削減を図ってきたところでござい

ます。 

 この数値につきましては、左から２列目の定員

適正化方針、現在、第３次の定員適正化方針に基

づいて取り組みを行っておりますが、１,０５９人

に対して３０名前倒しで削減を図っているところ
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でございます。 

 さらに、真ん中ほどの列、これまでの委員会の

中でも再任用についての御質問いただいておりま

すが、新たに再任用職員の欄を設けてございます。 

 一昨年からこの再任用制度、本市では採用、導

入しておりますが、最初の１年目は１３人でした。

２年目、すなわち平成２７年度は１７名。この

２年につきましては、任期はそれぞれ１年です。

ことしの４月１日から２５名新たに再任用職員を

採用してございますが、任期がことしから２年に

なっております。適材適所、配置をして、職員の

活用、そういったものを図っているとこでござい

ます。 

 これからも第３次定員適正化方針に基づきまし

て、しっかりと行革のほうでも取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したけど、これらを含めて、所管事務全般につい

て御質疑願いたいと思います。御質疑ございませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、行政改革推進課を終わります。御苦労

さまでした。 

────────────── 

△コミュニティ課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、コミュニティ課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度一般会計

補正予算 

○委員長（川添公貴）審査を一時中止してあり

ました議案第１０６号を議題といたします。当局

の説明を求めます。 

○コミュニティ課長（十島輝久）それでは、コ

ミュニティ課の補正予算について説明をいたしま

す。 

 まず、歳出のほうから説明をさせていただきま

す。 

 予算書の１８ページをお開きください。 

 ２款１項６目企画費でございます。事項、男女

共同参画政策費の８４万３,０００円の補正で、県

補助金の地域女性活躍推進交付金の交付決定に伴

います市内事業所向けの関係と、及びセミナー開

催に伴います一般賃金、通信運搬費、委託料等の

経費の増額及び報償費等の減額による補正でござ

います。 

 次に、歳入でございます。 

 １２ページを開いてください。 

 １６款２項１目総務費補助金のコミュニティ課

分は、一番上の事項、鹿児島県地域女性活躍推進

交付金で、先ほど説明しました歳出補正に伴いま

す県補助金８８万円の補正でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、御質疑願いたいと思います。御質疑ござ

いませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで、議案第１０６号の審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。所管事務について説明をお願いします。 

○コミュニティ課長（十島輝久）委員会資料の

８ページをお開きください。 

 平成２８年度の男女共同参画フォーラムｉｎ薩

摩川内について、説明をさせていただきます。 

 開催日時は、７月３日、日曜日、午後１時より

４時半を予定しております。今週の日曜日でござ

います。 

 会場は国際交流センター、大会テーマは「お互

いにありがとうと言える社会へ～キーワードそれ

は“わたしたち”～」をテーマにして、１３時

１５分から鹿児島大学の副学長の武隈晃氏をコー

ディネーターに、３名のパネリストによりますパ

ネルディスカッションを行います。また、１５時

から二つの分科会のワークショップを開催いたし

ます。 

 また、会場では、「男女雇用機会均等法から

３０年」などのパネル展示、地区コミュニティ協

議会によります特産品等の販売も実施する予定で

ございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 
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○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいまの説明を含めまして、御質疑願いたいと

思います。御質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、コミュニティ課を終わります。御苦労

さまでした。 

────────────── 

△情報政策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、情報政策課の審査

に入りますが、いないようですので、ここで休憩

します。 

           ～～～～～～～～～ 

           午後３時４９分休憩 

           ～～～～～～～～～ 

           午後３時４９分開議 

           ～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）議案、所管事務等、何も

ないようですが、所管事務について何か御質疑が

ありましたら、よろしくお願いをします。御質疑

はございませんか。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑がないようですので、

以上で情報政策課を終わります。御苦労さまでし

た。 

 ここで休憩します。 

           ～～～～～～～～～ 

           午後３時５０分休憩 

           ～～～～～～～～～ 

           午後３時５１分開議 

           ～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△広報室の審査 

○委員長（川添公貴）次に、広報室の審査に入

ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）議案等はありませんが、

所管事務について報告があるようですので、説明

方よろしくお願いします。 

○広報室長（屋久弘文）広報室からは３点につ

いて説明をさせていただきたいと思います。 

 企画経済委員会資料の９ページをお開きくださ

い。 

 初めに、平成２８年度まちづくり懇話会につい

てでありますが、広聴活動の一環として開催して

おります懇話会につきましては、平成２８年度と

平成２９年度の２年間で市内を一巡いたします。

本年度は、本土４支所地域と下甑・鹿島地域の合

計５地域を予定しておりまして、既に樋脇地域は

終了いたしました。この後、７月１７日に下甑・

鹿島地域を開催することになっております。 

 入来、東郷、祁答院地域につきましては、

１１月から来年の２月ぐらいにかけて開催してい

きたいなというふうに考えているところでござい

ます。８、９、１０の３カ月間は、除いた形で開

催をさせていただきたいと思っております。 

 続きまして、市政モニターについてであります。 

 広く市民や地域の声を市政に反映させるための

広聴活動の一環といたしまして、市政モニター制

度を設けておりますが、本年度はごらんおとおり、

公募２１人、地区コミュニティ協議会からの推薦

４８人の合計６９人に委嘱をいたしまして、研修

会等も既に開催をいたしました。年代別、男女別、

地域別の内訳につきましては、ごらんのとおりと

なっております。お目通しをお願いしたいと思い

ます。 

 最後になりますが、市民便利帳についてでござ

います。 

 お手元にお配りしてありますが、この薩摩川内

市市民便利帳というのを６月２０日の日に完成を

いたしました。 

 昨年の１１月に株式会社サイネックスというと

ころと市と協定を締結をいたしまして、それ以降

取り組んでまいりましたが、先ほど申し上げまし

た６月２０日に完成をいたしまして、事業内容と

いたしましては、市が行政情報であったり、地域

情報、そういったものを提供いたしまして、発行

に係る経費については、サイネックス社が市内の

企業等から募った広告を充てるという形で、いわ

ゆる市は一切経費を負担しないという形で進めさ

してもらったもので、全国でも同様の形態で、県

内に１１自治体ですが、それらを含めまして
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５３０自治体程度、同様の事業に取り組んでいる

ところでございます。 

 一応５万部作成をいたしましたが、この後７月

末までにかけまして、自治会に加入世帯も含む市

内全世帯にサイネックス社のほうで配布をするこ

とになっております。いわゆる自治会文書等は使

わずに、直接各世帯に配布をされることになって

おります。 

 早いところは６月の２１日ぐらいから配布を始

めたということでしたので、届いているところも

あろうかと思います。あと残りが５,０００部ぐら

い考えられますけれども、その５,０００部につき

ましては、一斉配布後の本市への転入者等に対し

て配布をしていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上で、広報室の説明を終わらせていただきま

す。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたが、これより御質疑

願いたいと思います。 

○委員（江口是彦）私はインターネットを、

ホームページを見て、このサイネックスとの契約

で配布まで請け負ってもらったんだなと思いまし

たけど、未加入自治体、未加入世帯への配布をこ

こにお願いしたっていうことなんですかね。それ

とも全部をしてもらうんですか。 

○広報室長（屋久弘文）未加入世帯も含む全部

の世帯を予定しております。４万５,０００世帯ほ

どございます。 

○委員（江口是彦）自治会とかいろんな資料を

配布して回りますよね。そこは使わないっていう

こと。その経費がかからないんですか。サイネッ

クスに対しての配布の経費は必要ないんですか。 

○広報室長（屋久弘文）冒頭で説明を申し上げ

ましたように、作成から配布に係る経費は全部、

サイネックス社のほうで市内の企業等から広告を

募集しまして、その広告経費をそれに充てるとい

うことになってまして。以前、市が市民便利帳っ

ていうのをつくったことがありまして、そのとき

も業者に頼んで配布をしたんですが、配布だけで

三百数十万円、経費として、市全域でかかってお

りましたが、その経費も含めてサイネックスのほ

うが全部持つという形になっております。 

○委員（杉薗道朗）質問じゃございませんけれ

ども、やっぱり民間業者と市のほうで連携しなが

らつくられたというだけあって、以前の市民便利

帳からすればはるかに見やすくて、いろんな情報

が網羅されておりますので。 

 いや、以前が悪かったっていうことじゃなくて、

見る楽しみがあるちゅうこと、言いたいのは。以

前はしっかり載っておりましたけども、いろんな

広告もあったりして、これはもう墓の関係からす

ばらしくいろいろ載って、大変すばらしいのがで

きたと褒めておきます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）感想でした。 

○委員（小田原勇次郎）業者さんの民間の力で

こういうのをつくってもらうっていうのは非常に

ありがたいことなんですが、サイネックスさんの

ほら、電話帳を前からつくってらっしゃって、電

話帳については毎年更新されますよね。電話帳は、

もう年度が変わるたびに新しいのをつくって配布

されてるんですが、この市民便利帳についても、

中身を拝見しますと、データが変わる要素の部分

が非常にたくさん含まれておるんですが。今後の

方針－これで、もうつくって１回で終わりなの

か、それとも更新がかけられるような、見込める

ような状況であるのか－そこあたりをちょっと

お聞かせ願いたいんですが。 

○広報室長（屋久弘文）次の発行につきまして

は、四、五年間ぐらいは発行しないつもりでおり

ます。それ以降のことはちょっと読めませんが。

なぜかというと、先ほど言いました市内の企業等

から広告を募る関係で、企業にあんまり毎年とか

いう形での負担はかけたくないというのもありま

す。内容も大きくは変わりませんが、少しずつ制

度等も変わっていきますので。 

 ですから、残部は転入者に配るという話もいた

しましたが、２年とかそれぐらいしか配れないの

かなというのも考えているところで、四、五年つ

くりませんから、四、五年転入者にお渡しすれば

いいんですけど、使えないデータ等もあるのかな

というのもあって、そこはちょっと時期を見て判

断したいと思ってますが、とにかく四、五年に

１回、つくるにしても、そういう周期になるのか

というふうに考えております。 

○委員（小田原勇次郎）いろいろ委員各位がお

っしゃるように、いいものができたなという部分

については、サイネックスさんの御努力、広告代

でした部分があるんですが。最終的には、いわゆ
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る広報、広聴という仕事は行政の一番大事な、行

政の制度を周知する、市民の方々に周知するとい

うのは、やはり行政が責任を持って担うべき部分

でありますので、ここに載せたからもうほかの部

分、もうそれはあり得んでしょうけど、ほかの部

分の広聴、広報の予算を減らして、「もうせんでよ

かが」というふうにはならんというふうに思って

ますから。やっぱり行政として、制度が変わって、

市民の方々に周知すべき部分については、民間を

頼らずに、やはり自力で市民の方々に説明すると

いうスタンスは強く持ち続けていただきたいとい

うふうにお話申し上げておきます。 

○委員（江口是彦）これ見てたら、これがもう

電子書籍に、パソコンでもアイパッドででも見れ

るようなあれで出てますよね。すぐそれで、これ

がもう自由に見れるような広告が出てたもんです

から、さっき言われた、例えば内容がそのとき変

わったりしたのが、どこかがちゃんと修正して、

新しい情報として電子書籍ん中では流せるんです

かね。何かそんなふうに下がるんですか。できる

んですか。 

○広報室長（屋久弘文）電子書籍化につきまし

ては、とりあえずは先ほど申し上げました７月末

までに全戸配布を終えたいと考えておりまして、

８月１日以降の早い時期にアップをしたいという

ふうに考えておりますが。こういった冊子として

出たものについては修正ができませんが、サイネ

ックスのほうと話をしてる中では、電子書籍化の

部分は訂正がきくということでありますので、万

が一、必要最小限になるかと思いますが、修正が

出てきた部分は、場合によってはかけられるとい

うふうに確認はいたしております。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、広報室の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

 ここで休憩します。 

            ～～～～～～～～ 

            午後４時３分休憩 

            ～～～～～～～～ 

            午後４時４分開議 

            ～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

△新エネルギー対策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、新エネルギー対策

課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１０６号 平成２８年度一般会計

補正予算 

○委員長（川添公貴）それでは、審査を一時中

止してありました議案第１０６号を議題といたし

ます。当局の説明をお願いします。 

○新エネルギー対策課長（山口 誠）それで

は、議案第１０６号平成２８年度薩摩川内市一般

会計補正予算のうち、新エネルギー対策課に係る

補正予算について説明いたします。 

 まず、歳出について説明いたしますので、予算

に関する説明書第２回補正の１８ページをお開き

ください。 

 ２款１項６目企画費の４,１２１万８,０００円

のうち、表の右、説明欄にあります丸印の次世代

エネルギー推進費１,０７１万円が新エネルギー対

策課に係る補正で、全額、備品購入費でございま

す。超小型モビリティ充電設備整備に係る費用で

ございます。 

 次に、歳入についてです。 

 同じく予算に関する説明書の１２ページをお開

きください。 

 １６款２項１目総務費補助金の９４４万

８,０００円のうち、８６５万８,０００円が新エ

ネルギー対策課に係る補正予算で、特定離島ふる

さとおこし推進事業の補助であります。県支出金

事業の８割補助分であります。 

 今回の補正に係ります事業の詳細につきまして

は、企画経済委員会資料で説明いたしますので、

別冊の平成２８年６月議会企画経済委員会資料の

５ページをお開きください。 

 補正予算に係る事業は、超小型モビリティ（コ

ムス）充電設備の整備事業で、事業概要といたし

ましては、超小型モビリティ（コムス）を利用す

る観光客の利便性満足度を向上させるとともに、

次世代エネルギーを活用したモデルとしてのＰＲ

のため、太陽光と蓄電池による充電設備を整備す

るものであります。補正予算額が１,０７１万円、

うち補助額が８５６万８,０００円であります。補

助は特定離島ふるさとおこし推進事業で、８０％

の補助になっております。 

 設置数及び場所については、上甑島、下甑島各
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１基ずつを考えておりまして、場所については現

在検討中であります。 

 整備予定の設備につきましては、そこに写真あ

りますように、太陽光パネルを上部につけまして、

１００ボルトのコンセントを２個、バッテリーを

含む蓄電池システムがありまして、照度センサー

付のＬＥＤ照明を備えた太陽光発電による電気を

蓄電し利用するシステムで、青空コンセントと呼

ばれるものです。 

 諸元といたしまして、太陽光出力は１.３キロワ

ット、蓄電池が容量１５キロワットアワーの出力

３キロワットで、外形寸法、重量はそこにあると

おりでございまして、独立型の電源システムのた

めに、非常用の電源としても利用可能ということ

で考えております。 

 参考としまして、充電能力としてコムスが約

２.５台分、使用できる家電製品の目安としまして、

蓄電池の８０％容量を使用した場合で、携帯電話

の充電に８００台分使用できると考えております。 

 以上で、新エネルギー対策課にかかわります平

成２８年度一般会計補正予算について説明を終わ

らせていただきます。御審査を賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したけど、これより御質疑願いたいと思います。

御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、本委員会付託分については全て議了い

たしました。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はありませんので、

これより採決を行います。本案を原案のとおり可

決すべきものと決定することに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）異議なしと認めます。よ

って、本案は原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、新エネルギー対策

課の所管事務調査を行いますが、報告はないよう

です。皆さん方のほうで何かありましたら、御質

疑願いたいと思います。 

○委員（江口是彦）いわゆる一人乗りのあれ、

ずっとコミュニティとか役所とか配置っていうか、

してありますよね。私が見ていて、その配置され

てるところ、コミュニティなりの使い方で、しょ

っちゅう目につくところと、もうそのままいつも

もったいないな、いつもあそこ座ったままだなっ

ていうのとあるんですけど、利用状況等何か調査

されましたかね。あれも含めて、レンタカーの自

動車のほうも含めて、活用状況がわかったらちょ

っと教えていただきたい。 

○新エネルギー対策課長（山口 誠）ただい

まの御質問については、コムスの配置状況であり

ますけど、ただいま平成２５年の８月に実証事業

ということで取り入れまして、現在の配置状況は、

済いません、平成２７年の７月からちょっと本土

側でも実証したいということで、４台本土側に持

ってきまして、現在は平成２８年の末で甑島に配

置が１６台となっております。 

 現在の配置状況でいきますと、レンタカー使用

で、観光物産協会に６台、支所に２台、地区コミ

に８台という形で利用っていうか、配置しており

ま し て 、 ３年 間 でレ ンタ カ ー で の利 用 が

１,０５２回と、走行距離で５万４,２０３という

ことでコムスは動いておりまして、レンタカーの

アイミーブになりますけど、アイミーブの使用が

９１９回で走行距離が３万３,８０４キロ、これは

３年間３台合計の分の数値になります。 

という形で利用しているという状況です。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。ほかご

ざいませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、新エネルギー対策課を終わります。御

苦労さまでした。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（川添公貴）以上で、日程の全てが終

わりましたが、委員会報告については私に御一任

いただくことで御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ありがとうございます。

異議なしと認めます。よって、そのように取り扱
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いたいと思います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取扱い 

○委員長（川添公貴）次に、閉会中の現地視察

等の実施及びその委員派遣の手続が必要になった

場合については、これも委員長に御一任いただく

ことで御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ついては、そのように取

り扱うことで御異議ありませんので、そのように

取り扱うように決定いたしました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（川添公貴）以上で、企画経済委員会

を閉会いたします。長時間にわたり御苦労さまで

した。 
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